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春号の表紙

北茨城市
「常陸大津の御船祭」

　北茨城市大津町にある佐波波地祇神社
の 5年に一度行われる春季例大祭。神輿
を載せた木造船が御船歌や囃しにあわせ
て、豊漁などを祈願し、ソロバンと呼ばれ
る井桁状に組んだ木枠を路上に敷き、その
上を左右に激しく揺らしながら、町内を巡
行する。
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北
茨
城
市
は
、
東
に
太
平
洋
、
西

に
阿
武
隈
高
地
を
擁
す
る
海
と
山

の
美
し
い
土
地
柄
で
、
市
の
魚
「
ア

ン
コ
ウ
」
を
始
め
と
し
た
新
鮮
な
魚

介
類
や
、
温
泉
・
鉱
泉
な
ど
の
天
然
・

自
然
資
源
に
も
恵
ま
れ
た
ま
ち
で

す
。ま

た
、
岡
倉
天
心
や
横
山
大
観
、

野
口
雨
情
と
い
っ
た
多
く
の
芸
術
家

や
文
化
人
が
創
作
活
動
の
拠
点
と

し
た
「
芸
術
と
文
化
の
薫
り
高
い
土

地
」
で
も
あ
り
ま
す
。
昨
年
12
月
に

は
、
本
市
の
伝
統
行
事
の
一
つ
で
あ

る
「
常
陸
大
津
の
御
船
祭
」
が
ユ
ネ

ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ

ま
し
た
。

こ
う
し
た
中
、
本
市
は
本
年
、
市

制
施
行
70
周
年
を
迎
え
、
こ
れ
ま
で

の
歩
み
を
次
の
世
代
へ
つ
な
ぐ
新
た

な
節
目
に
立
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
国
民
健
康
保
険
制
度
は
、

住
民
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
、
健

や
か
な
生
活
を
送
る
た
め
の
基
盤
で

あ
り
、
市
町
村
行
政
に
と
っ
て
極
め

て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
被
保
険
者
の
高
齢
化
や
医

療
費
の
増
大
な
ど
、
国
民
健
康
保

険
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
さ
を

増
し
て
お
り
、
少
子
高
齢
化
や
人
口

減
少
の
進
行
も
相
ま
っ
て
、
持
続
的

な
制
度
運
営
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。こ

の
よ
う
な
状
況
の
中
、
本
市
で

は
、
令
和
6
年
3
月
に
策
定
し
た

「
北
茨
城
市
国
民
健
康
保
険
デ
ー
タ

ヘ
ル
ス
計
画
（
第
3
期
）」
に
基
づ

き
、
特
定
健
診
受
診
率
の
向
上
や
生

活
習
慣
病
の
重
症
化
予
防
に
重
点

を
置
い
た
保
健
事
業
等
の
実
施
に

継
続
的
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

ま
た
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
構
築
を
目
的
に
整
備
し
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ケ
ア
総
合
セ
ン
タ
ー
を
拠
点

と
し
て
、
医
療
・
介
護
・
福
祉
が
一

体
と
な
っ
た
切
れ
目
の
な
い
支
援
体

制
の
充
実
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
こ
れ
ら
の
取
組
を
通
じ
、
市
民

の
健
康
の
保
持
増
進
と
生
活
の
質

の
向
上
を
目
指
す
と
と
も
に
、
医
療

費
の
適
正
化
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

今
後
も
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
継

続
・
深
化
さ
せ
な
が
ら
、
将
来
世
代

に
安
心
し
て
引
き
継
ぐ
こ
と
の
で
き

る
、
国
民
健
康
保
険
の
安
定
運
営
と

持
続
性
の
確
保
に
全
力
で
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。

誰
も
が
住
み
た
い

安
ら
ぎ
と
活
力
に
あ
ふ
れ
る
ま
ち　

北
茨
城

北茨城市長

豊田  稔

巻 頭 言



報告事項
報告第 1号 役員の退任について
　 〔専決事項：令和 7年第 5回理事会（書面審議）：令和 7年 8月 29日可決〕
報告第 2号  令和 7年度茨城県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計歳入歳出予算補正について
　 〔専決事項：令和 7年第 6回理事会（書面審議）：令和 7年 10月 24日可決〕
報告第 3号  令和 7年度茨城県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計歳入歳出予算補正について
報告第 4号  令和 7年度茨城県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計歳入歳出予算補正について
報告第 5号  令和 7年度茨城県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計歳入歳出予算補正について
　 〔専決事項：令和 8年第 1回理事会：令和 8年 2月 5日可決〕
報告第 6号  令和 7年度茨城県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計歳入歳出予算について

議決事項
議案第 1号  茨城県国民健康保険団体連合会規約の一部を改正する規約について
議案第 2号  茨城県国民健康保険団体連合会特別会計の設置に関する規則の一部を改正する規則について
議案第 3号  茨城県国民健康保険団体連合会予防接種委託料支払規則の制定について
議案第 4号  令和 8年度茨城県国民健康保険団体連合会事業計画について
議案第 5号  令和 8年度茨城県国民健康保険団体連合会負担金・手数料及び委託料について
議案第 6号  茨城県国民健康保険団体連合会財政調整基金積立資産の処分について
議案第 7号  茨城県国民健康保険団体連合会減価償却引当資産の処分について
議案第 8号  茨城県国民健康保険団体連合会電算処理システム導入作業経費積立資産の処分について
議案第 9号  茨城県国民健康保険団体連合会会務運営積立金の処分について
議案第 10号  令和 8年度茨城県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算について
議案第 11号  令和 8年度茨城県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計歳入歳出予算について
議案第 12号  令和 8年度茨城県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計歳入歳出予算について
議案第 13号  令和 8 年度茨城県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計歳入歳出予算について
議案第 14号  令和 8年度茨城県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計歳入歳出予算について
議案第 15号  令和 8年度茨城県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関係業務等特別会計歳入歳出予算について
議案第 16号  令和 8年度茨城県国民健康保険団体連合会予防接種法関係業務等特別会計歳入歳出予算について
議案第 17号  令和 8年度茨城県国民健康保険団体連合会職員退職手当特別会計歳入歳出予算について
議案第 18号  令和 8年度茨城県国民健康保険団体連合会旧国保会館跡地貸付事業特別会計歳入歳出予算について
議案第 19号  令和 8年度一時借入金及びその限度額について
議案第 20号  役員の補充選任について

　令和8年第 1回通常総会が2月 26日（木）に、茨城県市町村会館「講堂」
で開催され、小田川理事長のあいさつに続き、来賓の茨城県保健医療部
長 丸山慧氏から挨拶いただいた。その後、小田川理事長が議長を務め
議事に入り、報告事項では、令和 7年度各会計歳入歳出予算補正など 6
件について報告された。また、議決事項では、令和 8年度事業計画及
び各会計歳入歳出予算など 20 件が上程され、慎重なる審議の結果、全
議案とも原案通り可決承認された。

令和8年度事業計画等原案通り可決

丸山茨城県
保健医療部長

小田川理事長
（つくばみらい市長）

令和 8 年第 1回通常総会  開催

提案総括表
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【
基
本
方
針
】

　

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
平
成
30
年
度
よ
り
都

道
府
県
が
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と
な
る
新
た
な

国
保
制
度
が
施
行
さ
れ
、
概
ね
順
調
に
運
営
が
行

わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
も
人
口
減

少
や
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
等
に
よ
る
被
保
険

者
の
減
少
や
、
被
保
険
者
の
高
齢
化
に
よ
る
医
療

費
の
増
嵩
が
進
む
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
財
政
運
営
の
一
層
の
安
定
化
・
健
全
化
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
令
和
元
年
5
月
「
医
療
保
険

制
度
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
に
よ

り
、
国
保
連
合
会
が
、
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
の
分
析

等
や
、
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
の
一
体

的
な
実
施
に
お
け
る
Ｋ
Ｄ
Ｂ
デ
ー
タ
の
分
析
手
法

の
研
修
や
支
援
、
実
施
状
況
等
の
分
析
・
評
価
を

担
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
保
健
医
療
の

向
上
や
福
祉
の
増
進
に
努
め
る
こ
と
な
ど
が
明
確

化
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
令
和
3
年
3
月
に
は
、
審
査
支
払
機
関

で
あ
る
国
保
連
合
会
と
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払

基
金
の
機
能
強
化
を
図
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
か

ら
、
両
機
関
の
審
査
結
果
の
不
合
理
な
差
異
の
解

消
、
シ
ス
テ
ム
の
整
合
的
か
つ
効
率
的
な
在
り
方

に
関
す
る
「
審
査
支
払
機
能
に
関
す
る
改
革
工
程

表
」
が
示
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
本
会
で
は
、
令
和
6
年
度

に
Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
に
補
完
シ
ス
テ
ム
を
付
加
し

機
能
拡
張
を
行
い
、
そ
の
操
作
方
法
や
デ
ー
タ
集

計
・
分
析
の
た
め
の
研
修
を
行
う
な
ど
、
デ
ー
タ

ヘ
ル
ス
計
画
や
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防

の
一
体
的
実
施
に
係
る
デ
ー
タ
の
抽
出
・
評
価
・

分
析
等
の
支
援
を
行
い
保
険
者
支
援
の
強
化
を

図
っ
て
お
り
、
今
後
も
県
と
連
携
し
機
能
の
充
実

を
検
討
し
て
い
く
。

　

そ
の
他
、
特
定
健
診
受
診
率
の
向
上
や
重
症
化

予
防
等
に
お
け
る
個
別
保
健
事
業
の
展
開
・
評
価

方
法
に
係
る
研
修
、
第
三
者
行
為
損
害
賠
償
求
償

事
務
の
対
象
拡
充
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。

　

令
和
8
年
度
は
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
充
実
強

化
す
る
と
と
も
に
、
審
査
支
払
機
関
の
機
能
強
化

に
つ
い
て
は
、
全
国
の
国
保
連
合
会
や
国
保
中
央

会
と
連
携
し
て
、
審
査
基
準
の
統
一
化
等
の
審
査

業
務
の
適
正
化
・
効
率
化
、
シ
ス
テ
ム
の
共
同
開

発
・
共
同
利
用
の
推
進
に
適
切
に
対
応
し
て
い
く
。

　

ま
た
、
介
護
保
険
関
係
で
は
、
市
町
村
に
お
い

て
、
令
和
8
年
4
月
か
ら
随
時
、
介
護
情
報
基
盤

が
整
備
さ
れ
、
市
町
村
、
医
療
機
関
等
関
係
者
が

利
用
者
情
報
を
共
有
・
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
る

た
め
、
全
国
の
国
保
連
合
会
や
国
保
中
央
会
と
連

携
し
つ
つ
、
主
体
的
に
、
本
会
が
保
有
し
て
い
る

医
療
・
介
護
の
給
付
や
健
診
デ
ー
タ
を
活
用
し
た

デ
ー
タ
活
用
・
分
析
な
ど
に
つ
い
て
保
険
者
支
援

の
強
化
を
図
っ
て
い
く
。

　

そ
の
他
、
予
防
接
種
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
・
接
種
記
録
等
の
事
務
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ

れ
、
実
証
事
業
が
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
安

定
稼
働
に
寄
与
す
る
取
組
を
行
っ
て
い
く
。

　

予
算
編
成
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
、

重
点
事
項
を
基
本
と
し
、
コ
ス
ト
意
識
を
強
く

持
っ
て
単
年
度
収
支
の
均
衡
を
図
り
な
が
ら
、
本

会
が
こ
れ
ま
で
蓄
積
し
た
知
見
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
十

分
に
発
揮
し
保
険
者
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
保
険
者

機
能
を
発
揮
で
き
る
よ
う
支
援
に
取
り
組
む
。

【
重
点
事
項
】

1 

．
審
査
支
払
業
務
の
効
率
化
・
高
度
化
と
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
の
整
備
等

2
．
保
険
者
支
援
の
拡
充

3
．
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
推
進
等

4
．
会
務
運
営
の
健
全
化
等

【
主
た
る
事
業
の
概
要
】

1　

会
務
運
営
に
関
す
る
事
業

⑴　

総　

会 

⑵　

正
副
理
事
長
会
議

⑶　

理
事
会 

⑷　

監
事
監
査
・
出
納
検
査 

⑸　

外
部
監
査

⑹　

経
営
計
画
推
進
委
員
会

2　

診
療
報
酬
等
審
査
支
払
事
業

　

 　

保
険
者
及
び
広
域
連
合
か
ら
国
民
健
康
保
険

及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
診
療
報
酬
等
審
査
支

払
に
係
る
事
務
を
受
託
し
、
適
正
か
つ
円
滑
に

遂
行
す
る
と
と
も
に
、
審
査
の
効
率
的
運
用
と

精
度
向
上
を
図
る
た
め
、
国
保
総
合
シ
ス
テ
ム

（
審
査
支
援
）
に
よ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク

を
最
大
限
に
活
用
す
る
。

○
診
療
報
酬
等
審
査
支
払
業
務

　

①
診
療
報
酬
審
査
委
員
会

　

②
柔
道
整
復
療
養
費
審
査
委
員
会

　

③ 

は
り
師
、
き
ゅ
う
師
及
び
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー

ジ
指
圧
師
の
施
術
に
係
る
療
養
費
審
査
委
員

会

　

④
一
般
療
養
費
審
査
委
員
会

　

⑤ 

国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
（
審
査
支
払
系
）
の
運

用
管
理

　

⑥ 

後
期
高
齢
者
医
療
請
求
支
払
シ
ス
テ
ム
の
運

用
管
理

　

⑦ 

国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
（
審
査
支
援
）
に
よ
る

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク

　

⑧ 
出
産
育
児
一
時
金
の
医
療
機
関
へ
の
直
接
支

払
業
務

3 　

妊
婦
・
乳
児
健
康
診
査
委
託
料
審
査
支
払
事

業

　

 　

母
子
保
健
法
に
基
づ
く
妊
婦
・
乳
児
健
康
診

査
委
託
料
の
審
査
支
払
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑

に
実
施
す
る
。

4 　

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
費
用
決
済

業
務

　

 　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
費
用
の

費
用
決
済
業
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
実
施
す

る
。

5　

介
護
保
険
事
業

　

 　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
給
付
費
の
審
査

支
払
業
務
、
保
険
者
の
介
護
給
付
適
正
化
事
業

の
支
援
及
び
苦
情
処
理
業
務
を
行
う
。

⑴　

審
査
支
払
業
務

　

①
介
護
給
付
費
の
審
査
及
び
支
払
業
務

　

②
介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会

　

③ 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
の
審

査
及
び
支
払
業
務

⑵　

苦
情
処
理
業
務

　

①
介
護
サ
ー
ビ
ス
苦
情
処
理
委
員
会

　

②
苦
情
・
相
談
業
務

⑶　

市
町
村
支
援
業
務

　

①
要
介
護
認
定
更
新
支
援
処
理

　

②
償
還
払
給
付
額
管
理
処
理

　

③ 

介
護
給
付
費
通
知
作
成
処
理

　

④
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
支
給
処
理

　

⑤ 

高
額
医
療
合
算
介
護
（
介
護
予
防
）
サ
ー
ビ

ス
費
支
給
処
理

　

⑥
各
種
支
払
支
援
処
理

　

⑦
統
計
資
料
作
成
処
理

　

⑧
介
護
給
付
適
正
化
対
策
情
報
提
供
処
理

　

⑨
介
護
給
付
適
正
化
支
援
処
理

⑷ 　

保
険
料
の
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
経
由
機
関

業
務

　

 　

保
険
料
の
特
別
徴
収
に
必
要
な
デ
ー
タ
授
受

に
係
る
業
務

⑸　

会
議
等
の
開
催

　

①
介
護
保
険
連
絡
協
議
会

　

②
介
護
保
険
事
務
担
当
者
説
明
会

令
和
8
年
度
茨
城
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
事
業
計
画
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③
介
護
給
付
適
正
化
担
当
者
説
明
会

⑹　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
に
係
る
業
務

　

 　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
に
係
る
所
得
情
報

等
デ
ー
タ
提
供
に
関
す
る
事
務

6　

障
害
者
総
合
支
援
法
等
事
業

　

 　

障
害
者
総
合
支
援
法
・
児
童
福
祉
法
に
基
づ

く
障
害
介
護
給
付
費
等
の
審
査
支
払
業
務
及
び

市
町
村
支
援
業
務
を
行
う
。

⑴　

審
査
支
払
業
務

　

 　

障
害
介
護
給
付
費
及
び
障
害
児
給
付
費
の
審

査
支
払

⑵　

市
町
村
支
援
業
務

　

①
給
付
実
績
交
換
処
理

　

② 

高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
高
額
障
害

児
通
所
給
付
費
に
係
る
支
給
処
理

　

③
各
種
支
払
支
援
処
理

　

④
独
自
助
成
支
払
処
理

　

⑤
統
計
資
料
作
成
処
理

⑶　

会
議
等
の
開
催

　
　

障
害
福
祉
事
務
担
当
者
説
明
会

7　

予
防
接
種
委
託
料
支
払
事
務

　

 　

予
防
接
種
法
に
基
づ
く
予
防
接
種
委
託
料
の

支
払
事
務
を
適
正
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
。

8　

保
険
者
レ
セ
プ
ト
二
次
点
検
業
務

　

 　

保
険
者
に
お
け
る
医
療
費
適
正
化
に
資
す
る

た
め
、
レ
セ
プ
ト
二
次
点
検
業
務
を
受
託
す
る
。

9 　

第
三
者
行
為
損
害
賠
償
求
償
事
務
共
同
処
理

業
務

　

 　

保
険
者
及
び
広
域
連
合
に
お
け
る
医
療
費
適

正
化
対
策
に
係
る
事
務
支
援
と
し
て
実
施
す

る
。

○
第
三
者
行
為
損
害
賠
償
求
償
事
務

　

① 

第
三
者
行
為
求
償
事
務
研
修
会
（
茨
城
県
と

共
催
及
び
本
会
単
独
）

　

②
第
三
者
行
為
に
係
る
通
報
及
び
相
談

　

③ 

第
三
者
行
為
損
害
賠
償
額
の
請
求
（
加
害
者

直
接
請
求
分
を
含
む
）
及
び
受
領
に
関
す
る

事
務
（
国
保
・
後
期
高
齢
者
・
介
護
保
険
・

医
療
福
祉
及
び
指
定
公
費
）

　

④ 

求
償
事
務
処
理
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
保
険

者
等
と
協
議
し
、
求
償
事
務
共
同
処
理
業
務

の
充
実
強
化
を
図
る

　

⑤ 

支
部
事
業
（
求
償
事
務
研
修
会
等
）
へ
の
参

加

　

⑥ 

広
域
的
又
は
専
門
的
な
事
案
に
関
す
る
求
償

事
務
に
つ
い
て
県
及
び
保
険
者
と
協
議
し
、

求
償
事
務
共
同
処
理
業
務
の
充
実
強
化
を
図

る

10　

保
険
者
事
務
共
同
電
算
処
理
事
業

　
 　

保
険
者
及
び
広
域
連
合
に
お
け
る
国
保
、
後

期
高
齢
者
医
療
及
び
医
療
福
祉
費
等
に
係
る
事

務
の
電
算
処
理
を
行
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
電
算

処
理
シ
ス
テ
ム
の
安
定
運
用
に
努
め
る
。

⑴　

国
保
に
係
る
処
理
業
務

　

① 

国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
（
保
険
者
サ
ー
ビ
ス
系
）

の
運
用
管
理

　

②
電
子
帳
票
シ
ス
テ
ム
の
運
用
管
理

　

③ 

資
格
・
給
付
確
認

　

④ 

共
同
処
理
関
係
帳
票
の
作
成

　

⑤ 

高
額
療
養
費
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
関

係
帳
票
作
成

　

⑥ 

資
格
確
認
書
の
作
成

　

⑦
医
療
費
通
知
書
関
係
帳
票
の
作
成

　

⑧ 

後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
）
利

用
差
額
通
知
書
の
作
成
及
び
作
成
支
援

　

⑨ 

介
護
給
付
適
正
化
医
療
給
付
デ
ー
タ
の
作
成

　

⑩ 

国
保
事
業
月
報
作
成
支
援
シ
ス
テ
ム
の
運
用

管
理

　

⑪ 

そ
の
他
保
険
者
が
必
要
と
す
る
資
料
及
び

デ
ー
タ
の
作
成

⑵　

後
期
高
齢
者
医
療
に
係
る
処
理
業
務

　

① 

広
域
連
合
電
算
処
理
（
標
準
）
シ
ス
テ
ム
の

運
用
管
理

　

②
レ
セ
プ
ト
資
格
確
認

　

③ 

レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
等
各
種
デ
ー
タ
の
作
成

　

④ 

統
計
情
報
の
電
子
化

　

⑤ 

高
額
療
養
費
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
及
び

葬
祭
費
支
給
申
請
書
入
力
業
務

　

⑥ 

高
齢
者
歯
科
健
康
診
査
委
託
料
審
査
支
払
及

び
結
果
入
力
業
務

　

⑦ 

国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｋ
Ｄ
Ｂ
）
シ
ス
テ
ム

を
活
用
し
た
デ
ー
タ
集
計
及
び
分
析
業
務

⑶　

医
療
福
祉
費
に
係
る
処
理
業
務

　

① 

医
療
福
祉
費
受
給
者
の
資
格
・
給
付
確
認

　

②
共
同
処
理
関
係
帳
票
の
作
成

　

③ 

そ
の
他
市
町
村
が
必
要
と
す
る
資
料
及
び

デ
ー
タ
の
作
成

⑷ 　

国
保
事
業
費
納
付
金
等
算
定
標
準
シ
ス
テ
ム

及
び
国
保
情
報
集
約
シ
ス
テ
ム
に
係
る
業
務

　

① 

国
保
事
業
費
納
付
金
等
算
定
支
援
業
務

　

②
国
保
情
報
集
約
シ
ス
テ
ム
の
運
用
管
理

⑸ 　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
に
係
る

業
務

　

 　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
に
係
る

業
務

⑹　

会
議
等
の
開
催

　

① 

電
算
処
理
問
題
検
討
委
員
会
・
作
業
部
会

　

②
保
険
者
事
務
共
同
電
算
事
務
担
当
者
会
議

11　

事
業
振
興

　

 　

国
保
の
健
全
な
財
政
運
営
を
確
保
す
る
た

め
、
新
・
国
保
3
％
推
進
運
動
の
推
進
及
び
国

保
制
度
の
安
定
運
営
に
向
け
た
運
動
を
展
開
す

る
。

⑴　

国
保
振
興

　

① 
国
保
制
度
改
善
強
化
全
国
大
会
へ
の
参
加
・

陳
情
活
動

　

②
政
府
予
算
説
明
会
等
へ
の
参
加

⑵　

新
・
国
保
3
％
推
進
運
動
の
推
進

　

・
収
納
率
向
上
対
策

　

・
医
療
費
適
正
化
対
策

　

・
保
健
事
業
対
策

　

① 

国
保
事
業
充
実
強
化
推
進
委
員
会

　

② 

冊
子
「
統
計
で
わ
か
る
茨
城
の
国
保
の
状
況
」

の
作
成
・
配
布

　

③ 

保
険
料
（
税
）
収
納
率
向
上
支
援
事
業
（
保

険
料
（
税
）
収
納
率
向
上
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派

遣
）

　

④ 

保
険
料
（
税
）
適
正
算
定
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
試

算
シ
ス
テ
ム
）
の
活
用
促
進

　

⑤
関
係
団
体
と
の
連
絡
調
整

⑶ 　

各
支
部
事
業
の
支
援
（
県
央
、
県
北
、
県
南
、

県
西
）

　

① 

国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
制
度
に
関
す
る

調
査
研
究

　

②
国
保
連
合
会
事
業
の
推
進
等

12　

保
健
事
業

　

 　

保
険
者
に
お
け
る
生
活
習
慣
病
対
策
を
は
じ

め
と
し
た
健
康
増
進
及
び
疾
病
予
防
の
取
組
み

等
に
関
す
る
支
援
に
つ
い
て
、
国
保
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
（
Ｋ
Ｄ
Ｂ
）
シ
ス
テ
ム
及
び
Ｋ
Ｄ
Ｂ
補

完
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
支
援
を
行
う
と
と
も

に
、
関
係
機
関
と
の
検
討
・
協
議
を
図
る
な
ど
、

保
険
者
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
効
率
的
な
対
応
に

努
め
る
。
ま
た
、
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導

の
デ
ー
タ
を
活
用
し
特
定
健
診
に
係
る
受
診
勧

奨
を
行
う
。

⑴　

協
議
会
、
研
修
会
等

　

① 

国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｋ
Ｄ
Ｂ
）
シ
ス
テ
ム

及
び
Ｋ
Ｄ
Ｂ
補
完
シ
ス
テ
ム
操
作
研
修
会

　

②
糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
研
修
会

　

③ 

高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
の
一
体
的

実
施
に
関
す
る
研
修
会
（
茨
城
県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
と
共
催
）

　

④
保
健
事
業
支
援
・
評
価
委
員
会

　

⑤
健
康
づ
く
り
推
進
研
修
会

⑵　

各
種
支
援
事
業

　

① 

国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｋ
Ｄ
Ｂ
）
シ
ス
テ
ム

及
び
Ｋ
Ｄ
Ｂ
補
完
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た

デ
ー
タ
提
供
及
び
利
活
用
支
援
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令和8年度予算概要について
○各会計別予算総額

会計別 令和8年度 令和7年度 比　較 対前年度比 備　考

一 般 会 計

（千円） （千円） （千円） （％） ・ 令和 6 年度法人税法施行令等の改正に伴う他会
計繰出金の増 993,159 千円
・ 委託料、備品購入費の減による一般管理費の減
48,783 千円

1,651,155 715,669 935,486 130.7

診 療 報 酬 審 査
支 払 特 別 会 計
（ 業 務 勘 定 ）

2,512,004 2,363,182 148,822 6.3

・ 令和 6 年度法人税法施行令等の改正に伴う積立
金の増 193,418 千円
・ 委託料、備品購入費の減による共同電算処理事
業費の減 35,489 千円

後期高齢者医療事業関係
業務特別会計（業務勘定） 2,174,084 2,016,806 157,278 7.8

・ 令和 6 年度法人税法施行令等の改正に伴う積立
金の増 165,947 千円
・ レセプトオンライン請求システム等負担金の増 67,682 千円
・ 委託料、備品購入費の減による総務費の減 66,865 千円

特定健康診査・特定保健
指 導 等 事 業 特 別 会 計
（ 業 務 勘 定 ）

176,754 96,084 80,670 84.0

・ 令和 6 年度法人税法施行令等の改正に伴う積立
金の増 98,968 千円
・ 委託料、国保中央会負担金の減による総務費の
減 17,809 千円

介護保険事業関係業務
特 別 会 計（ 業 務 勘 定 ） 573,292 443,046 130,246 29.4 ・ 令和 6 年度法人税法施行令等の改正に伴う積立金の増 155,752 千円

障害者総合支援法関係業
務等特別会計（業務勘定） 166,323 144,661 21,662 15.0

・ 令和 6 年度法人税法施行令等の改正に伴う積立
金の増 9,418 千円
・人件費の増による総務費の増 8,296 千円

予防接種法関係業務等
特 別 会 計（ 業 務 勘 定 ） 4,550 ― ― ―

（新規事業）令和 8 年度の財源は、全て国庫補助
金予定
・委託料、需用費等総務費の増 4,532 千円

職員退職手当特別会計 199,576 159,464 40,112 25.2 ・退職手当の増 44,753 千円・退職給付引当資産の減 4,641千円

旧国保会館跡地貸付事業
特 別 会 計 1,605 1,324 281 21.2

一般会計・業務勘定等計 7,459,343 5,940,236 1,519,107 25.6 　

　

② 

特
定
健
診
受
診
率
向
上
及
び
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス

計
画
中
間
評
価
へ
の
支
援

　

③ 
保
健
事
業
支
援
・
評
価
委
員
に
よ
る
支
援
（
グ

ル
ー
プ
・
個
別
・
研
修
会
）

　

④
保
健
師
等
行
政
専
門
職
職
員
研
修

　

⑤ 

茨
城
県
在
宅
保
健
師
の
会
会
員
と
連
携
し
た

支
援
（
特
定
保
健
指
導
・
重
複
多
剤
受
診
者

に
対
す
る
訪
問
指
導
等
）

　

⑥
市
町
村
保
健
事
業
事
例
集
の
作
成
・
配
布

　

⑦
各
種
統
計
資
料
の
作
成

　

⑧
健
康
関
連
機
器
等
の
貸
出
し

　

⑨ 

茨
城
県
保
険
者
協
議
会
と
連
携
し
た
研
修
会

の
実
施
及
び
広
報
活
動

⑶　

国
保
診
療
施
設
関
係

　

① 

勤
務
医
師
・
看
護
師
・
事
務
長
等
合
同
研
修

会

　

② 

茨
城
県
国
保
診
療
施
設
協
議
会
事
業
へ
の
事

務
援
助
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広
報
宣
伝
事
業

　

 　

国
民
健
康
保
険
制
度
の
趣
旨
普
及
、
被
保
険

者
教
育
及
び
本
会
事
務
事
業
に
関
す
る
広
報
活

動
を
実
施
す
る
。

○
広
報
活
動

　

① 

広
報
委
員
会

　

② 

機
関
誌
「
茨
城
の
国
保
」
の
編
集
及
び
発
行

　

③ 

国
保
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
情
報

提
供

　

④
全
国
優
良
保
険
者
な
ど
の
情
報
提
供

　

⑤ 
I
C
T
（
情
報
通
信
技
術
）
を
利
用
し
た
広

報
事
業
の
実
施

　

⑥ 

プ
レ
ミ
ア
ム
動
画
広
告
で
の
広
報
事
業
の
実

施

　

⑦
被
保
険
者
教
育
広
報

　
　

ア 　

国
保
料
（
税
）
納
付
勧
奨
及
び
特
定
健

診
受
診
促
進
に
係
る
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
・

配
布

　
　

イ　

国
保
標
語
募
集
事
業
の
実
施

　
　

ウ　

地
域
情
報
誌
を
活
用
し
た
広
告

　
　

エ　

被
保
険
者
教
育
用
記
事
提
供

　

⑧
図
書
、
物
資
斡
旋

　

⑨ 

国
保
制
度
に
係
る
各
種
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の

共
同
購
入

　

⑩
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
広
報

14　

育
成
指
導
関
係
事
業

　

 　

保
険
者
等
事
務
担
当
者
の
資
質
向
上
と
国
保

運
営
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
研
究
等
を
行
う
。

ま
た
、
保
険
者
の
医
療
費
適
正
化
対
策
と
し
て
、

レ
セ
プ
ト
点
検
事
務
に
関
す
る
支
援
を
行
う
。

⑴　

講
習
会
・
研
修
会
の
開
催

　

① 

国
保
事
務
新
任
者
講
習
会
（
茨
城
県
と
共
催
）

　

② 

国
保
料（
税
）事
務
研
修
会（
茨
城
県
と
共
催
）

　

③ 

資
格
・
給
付
並
び
に
求
償
事
務
研
修
会
（
茨

城
県
と
共
催
）

　

④ 
市
町
村
（
国
保
組
合
）
国
保
主
管
課
長
研
修

会

⑵　

保
険
者
レ
セ
プ
ト
点
検
事
務
支
援

　

 　

保
険
者
レ
セ
プ
ト
点
検
員
へ
の
事
務
支
援

15　

会
議
・
協
議
会
等

　

 　

本
会
、
保
険
者
並
び
に
支
部
等
の
関
係
団
体

に
お
け
る
事
業
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、

会
議
及
び
協
議
会
等
を
開
催
し
、
緊
密
な
連
絡
・

調
整
等
を
行
う
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
事
業

の
改
善
と
健
全
な
発
展
に
資
す
る
た
め
、
調
査

研
究
等
を
行
う
。

○ 

保
険
者
と
の
連
絡
・
調
整
に
関
す
る
会
議

　

国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
及
び
障
害
福
祉
主

管
課
長
等
会
議

○
支
部
等
と
の
連
絡
・
調
整
に
関
す
る
協
議
会

　

①
支
部
常
任
幹
事
連
絡
協
議
会

　

②
調
査
研
究
委
員
会

　

③ 

支
部
及
び
茨
城
県
国
保
組
合
連
絡
協
議
会
へ

の
助
成

　

④ 

関
係
団
体
の
支
援
（
茨
城
県
国
民
健
康
保
険

運
営
協
議
会
長
会
、
茨
城
県
医
療
福
祉
協
議

会
）
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国保の加入状況等
令和4年度 令和5年度 令和6年度

総世帯数（世帯） 64,150 65,035 65,810
総人口（人） 140,726 140,238 139,451

国保被
保険者

加入世帯数（世帯） 20,430 19,826 19,333
被保険者数（人） 32,170 30,596 29,324
被保険者加入率（％） 22.9 21.8 21.0 

保険料（税）
収納状況

1人当たりの調定額（円） 91,949 92,357 103,796 
収納率（％）（現年分） 92.23 92.24 91.85 

1人当たりの療養諸費費用額（円） 346,071 359,238 368,447 

医療費適正化
対策の状況

1人当たりの財政効果額（円） 1,877 1,906 1,880
財政効果率（％） 0.65 0.64 0.61

保健事業費の
状況

1人当たりの保健事業費（円） 746 1,553 980
保険料（税）に占める割合（％） 0.88 1.35 1.03 

特定健診・
特定保健指導
の状況

特定健診受診率（％） 32.9 34.3 35.3
特定保健指導実施率（％） 33.5 32.0 38.5

88,000

86,000

90,000

92,000

94,000

96,000

98,000

100,000

102,000

104,000

106,000

令和4年度 令和5年度 令和6年度

（円） （％）
1人当たりの調定額（円）
収納率（%）（現年分）

91.00

91.20

91.40

91.60

91.80

92.00

92.20

92.40

92.60

91,949 92,357 103,796

92.23

91.85

92.24

※総人口・総世帯数：住民基本台帳より入力 
　総人口・総世帯数以外：国民健康保険事業年報より入力（年間平均）
　特定健診・特定保健指導の状況：特定健診等データ管理システムからの情報を入力

保険者の概況
国保税収納状況〔現年分〕

古
河
市
は
、
茨
城
県
の
西
端
に
位
置
し
、
約
14
万

人
が
暮
ら
す
ま
ち
で
す
。
関
東
平
野
の
ほ
ぼ
中
央
に

あ
り
、
栃
木
県
・
埼
玉
県
と
の
県
境
に
接
し
て
い
る

た
め
、
県
外
と
の
つ
な
が
り
が
強
い
地
域
で
も
あ
り

ま
す
。
加
え
て
、
東
京
ま
で
の
ア
ク
セ
ス
は
電
車
で

約
1
時
間
。
都
心
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
の
役
割

も
担
っ
て
い
ま
す
。

平
成
17
年
9
月
に
古
河
市
・
総
和
町
・
三
和
町
が

合
併
し
、
令
和
7
年
に
合
併
20
周
年
を
迎
え
た
古
河

市
に
は
、
桃
の
花
な
ど
が
咲
き
誇
る
古
河
公
方
公
園

が
あ
り
、
自
然
景
観
を
生
か
し
た
公
園
と
し
て
日
本

で
初
め
て
ユ
ネ
ス
コ
の
「
メ
リ
ナ
・
メ
ル
ク
ー
リ
国

際
賞
」
を
受
賞
し
、
市
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
例
年
8
月
に
開
催
さ
れ
る
古
河
花
火

大
会
で
は
、
開
花
時
の
直
径
が
6
5
0
メ
ー
ト
ル
に

も
な
る
三
尺
玉
が
、
夜
空
に
大
き
く
華
開
き
、
訪
れ

た
人
す
べ
て
を
魅
了
し
ま
す
。

見
ど
こ
ろ
満
載
の
古
河
市
に
、
ぜ
ひ
、
お
越
し
く

だ
さ
い
。

保険者紀行

古河市

古河花火大会
　最大の目玉である三尺玉の打上げの
ほかにも、内閣総理大臣賞を受賞して
いる野村花火工業株式会社による色と
りどりの幻想的な花火の世界や、会場
の特徴を活かした特大ワイドスターマ
インなど、豪華なプログラム内容です。

華
の
あ
る
都
市
（
ま
ち
）　

古
河



古河市
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納
付
環
境
の
拡
大
と
L
I
N
E
配
信

等
で
口
座
振
替
推
進
を
図
る

古
河
市
で
は
、
国
保
税
の
賦
課
を
国
保

年
金
課
、
徴
収
を
収
納
課
が
担
当
し
て
お

り
、令
和
6
年
度
現
年
分
国
保
税
収
納
率
は
、

91
・
85
％
で
す
。

納
付
方
法
に
つ
い
て
は
、
納
付
書
に
よ
る

コ
ン
ビ
ニ
、
金
融
機
関
等
で
の
納
付
の
ほ
か
、

令
和
5
年
度
か
ら
eL-

QR
が
記
載
し
て
あ
る

納
付
書
で
、
全
国
の
eL-

QR
対
応
の
金
融
機

関
で
も
納
付
が
で
き
る
よ
う
納
付
方
法
を
拡

大
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
口
座
振
替
を
推
進
し
て
お
り
、
市

役
所
の
窓
口
で
口
座
振
替
申
込
み
が
で
き

る
「
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
サ
ー
ビ
ス
」、
パ

ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
24
時
間
申
込
み
可
能
な

「
W
e
b
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
」
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

令
和
5
年
度
か
ら
は
、「
W
e
b
口
座
振

替
受
付
サ
ー
ビ
ス
」
を
含
む
口
座
振
替
申
込

み
方
法
等
が
掲
載
さ
れ
た
古
河
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
遷
移
で
き
る
Q
R
コ
ー
ド
を
記
載

し
た
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
作
成
し
、
収

納
課
の
窓
口
等
に
設
置
す
る
ほ
か
、
古
河
市

公
式
L
I
N
E
で
5
月
、
7
月
、
10
月
の
年

3
回
、
口
座
振
替
に
つ
い
て
配
信
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
現
年
度
の
み
滞
納
者
に
つ
い

て
は
、
年
5
回
発
送
の
催
告
書
へ
口
座
振
替

推
奨
を
促
す
た
め
チ
ラ
シ
も
同
封
し
送
付
し

て
い
ま
す
。

自
動
音
声
電
話
催
告
シ
ス
テ
ム
の

活
用
で
定
期
的
な
納
付
を
促
す

毎
月
月
末
の
日
曜
日
に
納
税
相
談
窓
口
の

開
庁
と
、
毎
月
月
末
の
1
週
間
、
納
税
相
談

窓
口
の
開
庁
時
間
を
延
長
し
、
勤
労
者
に
も

相
談
や
納
付
が
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
努

め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
令
和
5
年
7
月
か
ら
は
、
現
年
度

課
税
分
の
未
納
者
及
び
分
割
納
付
の
不
履
行

者
に
年
11
回
「
自
動
音
声
電
話
催
告
シ
ス
テ

ム
」
を
活
用
し
て
、
定
期
的
に
納
付
を
促
す

電
話
催
告
を
行
い
、
早
期
滞
納
整
理
の
取
り

組
み
を
し
て
い
ま
す
。

徴
収
強
化
月
間
の
設
置
で
積
極
的
な

現
地
調
査
の
実
施

催
告
書
の
送
付
時
に
は
、
封
筒
に
「
至
急

開
封
」、「
重
要
」、「
必
ず
お
読
み
く
だ
さ
い
」

と
日
本
語
か
英
語
を
印
字
し
て
開
封
・
確
認

を
促
し
て
い
ま
す
。

外
国
人
被
保
険
者
に
対
し
て
は
、
各
課
に

配
布
さ
れ
て
い
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
あ
る

翻
訳
機
能
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
英
語
版
の
添
付
書
を
作
成
し
配
布

し
て
い
ま
す
が
、
今
後
は
、
多
言
語
の
添
付

書
の
作
成
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
徴
収
強
化
月
間
（
6
・
7
月
、

11
・
12
月
）
を
設
け
、
広
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
周
知
や
徴
収
を
強
化
し
て
い
る
ほ
か
、

現
地
調
査
を
積
極
的
に
行
い
適
正
な
滞
納
処

分
を
進
め
て
い
ま
す
。

財
産
調
査

は
、
給
与
、

預
貯
金
、
生

命
保
険
、
不

動
産
な
ど
で
、

電
子
調
査
シ

ス
テ
ム
の
導

入
に
よ
り
迅

速
な
金
融
機

関
の
預
金
調

査
が
可
能
と

な
り
ま
し
た
。

重
複
多
剤
服
薬
者
健
康
相
談
事
業

対
象
者
分
析
等
業
務
を
実
施

医
療
費
適
正
化
対
策
と
し
て
、多
剤
投
与
・

重
複
服
薬
者
等
（
重
複
服
薬
：
同
一
月
に
同

一
薬
剤
又
は
同
一
の
成
分
を
持
つ
薬
剤
を
2

か
所
以
上
の
医
療
機
関
か
ら
処
方
さ
れ
て
い

る
。）（
多
剤
服
薬
：
同
一
月
に
7
剤
以
上
処

方
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
総
投
与
日
数
45
日

以
上
の
処
方
を
受
け
て
い
る
。）
の
抽
出
を

年
1
回
業
者
に
委
託
し
て
い
ま
す
。

令
和
3
年
度
ま
で
は
市
で
対
象
者
を
抽
出

し
て
い
ま
し
た
が
、
薬
剤
の
専
門
的
知
識
の

必
要
性
を
感
じ
、
令
和
4
年
度
か
ら
薬
剤
師

が
在
中
の
業
者
に
委
託
す
る
こ
と
で
、
よ
り

効
果
的
な
事
業
が
展
開
で
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、
以
前
か
ら
実
施
し
て
い
た
保
健
師

に
よ
る
服
薬
相
談
に
加
え
、
令
和
7
年
度
か

ら
は
、
薬
剤
師
に
よ
る
相
談
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
令
和
6
年
度
に
県
の
モ
デ
ル
事
業
に

参
加
し
、
市
の
薬
剤
師
会
と
連
携
し
て
相
談

事
業
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
か
ら
、
令
和
7
年

度
に
市
の
単
独
事
業
と
し
て
継
続
実
施
し
て

い
ま
す
。
住
民
の
方
か
ら
は
「
身
近
な
薬
局

で
相
談
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
身
の
服
薬
す

る
薬
剤
に
対
し
て
、
再
確
認
で
き
て
安
心
で

き
た
」
と
の
声
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

個
別
の
結
果
デ
ー
タ
で
受
診
勧
奨

特
定
健
診
は
、
集
団
健
診
と
医
療
機
関
健

診
が
あ
り
事
前
予
約
制
で
、
集
団
健
診
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
電
話
、
郵
送
で
の
申
込
み

で
す
。

受
診
率
向
上
の
取
り
組
み
と
し
て
、
県
モ

デ
ル
事
業
で
あ
る
、
地
域
の
薬
局
と
連
携
し

た
受
診
勧
奨
や
、
か
か
り
つ
け
医
か
ら
の
情

報
提
供
事
業
で
は
、
対
象
者
向
け
受
診
勧
奨

を
し
て
い
ま
す
。
身
体
測
定
や
尿
検
査
が
不

足
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
医
療
機
関

に
は
、
特
定
健
診
の
受
診
勧
奨
の
依
頼
を
し

て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
令
和
6
年
度
か
ら
、
未
受
診
の

方
へ
直
近
の
健
診
結
果
デ
ー
タ
を
も
と
に
生

活
習
慣
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
入
れ
た
受
診
勧
奨

通
知
を
業
者
委
託
し
、
9
月
に
1
回
送
付
し

て
い
ま
す
。

業
務
の
効
率
化
と
工
夫
で

収
納
率
向
上
に
努
め
る

古河市国保年金課のみなさま

古
河
市
国
保
年
金
課
・
収
納
課

古河市役所

保険者紀行
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初
回
保
健
指
導
を
分
割
実
施
で
実
施

率
向
上
を
図
る

　

古
河
市
で
は
、
積
極
的
支
援
を
外
部
委

託
、
動
機
付
け
支
援
を
直
営
で
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

集
団
健
診
会
場
で
初
回
保
健
指
導
を
分
割

実
施
す
る
こ
と
で
、
特
定
保
健
指
導
実
施
率

向
上
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
初
回
保
健
指
導
日
も
設
け
て
い
ま

す
が
、
都
合
が
合
わ
な
い
場
合
に
は
、
随
時

対
応
し
て
い
ま
す
。 

　

相
談
時
に
は
、
生
活
習
慣
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
対
象
者
自
ら
が
普
段
の

生
活
を
振
り
返
り
、
改
善
点
を
保
健
師
や
管

理
栄
養
士
と
一
緒
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
健
康
グ
ッ
ズ

を
活
用
し
、
健
康
習
慣
へ
の
動
機
づ
け
を
行

う
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
行
動
変
容
の
分
析

や
継
続
へ
の
支
援
を
し
て
い
ま
す
。
特
定
保

健
指
導
利
用
者
か
ら
は
、「
相
談
を
き
っ
か

け
に
食
べ
過
ぎ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
」

「
減
量
で
き
た
」
等
の
声
が
あ
り
ま
す
。

こ
が
健
康
ラ
イ
フ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

さ
ま
ざ
ま
な
健
康
活
動
を
推
進

　

令
和
7
年
3
月
に
策
定
し
た
第
4
次
古
河

市
健
康
づ
く
り
基
本
計
画
の
基
本
理
念
で
あ

る
「
誰
も
が
健
康
で
生
き
が
い
を
も
ち 

笑

顔
あ
ふ
れ
る
古
河
（
ま
ち
）」
を
目
指
し
、

市
民
の
皆
さ
ん
が
自
ら
取
り
組
む
健
康
活
動

を
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
推
進
し
て
い
ま
す
。

【
健
康
ス
テ
ッ
カ
ー
に
よ
る
健
康
づ
く
り
】

　

運
動
習
慣

の
き
っ
か
け

作
り
と
し
て
、

市
内
公
共
施

設
、
市
内
企

業
の
他
、
Ｊ

Ｒ
古
河
駅
に

階
段
利
用

促
進
の
ポ
ス

タ
ー
や
健
康

に
関
す
る

ス
テ
ッ
カ
ー
を
掲
示
し
ま
し
た
。
階
段
に
貼

付
し
た
健
康
ス
テ
ッ
カ
ー
を
み
た
人
か
ら
は
、

「
運
動
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
」「
消
費
カ

ロ
リ
ー
を
意
識
で
き
た
」「
運
動
以
外
も
意

識
し
た
」
等
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

【
野
菜
を
プ
ラ
ス
1
皿
】

　

野
菜
を

プ
ラ
ス
1
皿

多
く
食
べ
る

き
っ
か
け
と

な
る
よ
う
、

市
内
店
舗
の

野
菜
売
り
場
等

に
野
菜
料
理
の

レ
シ
ピ
を
設
置

し
ポ
ス
タ
ー
を

掲
示
し
て
い
ま

す
。

【
健
康
情
報
の
発
信
】

　

毎
年
、
5
月
の
世
界
禁
煙
デ
ー
や
6
月
の

歯
と
口
の
健

康
週
間
に
は
、

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

ブ
ー
ス
を
市
内

公
共
施
設
に
設

置
し
、
健
康
に

関
す
る
情
報
発

信
を
行
っ
て
い

ま
す
。

歯
科
相
談
で
歯
科
衛
生
士
に
よ
る

ア
ド
バ
イ
ス

　

口
腔
内
の
健
康
と
生
活
習
慣
病
と
は
密
接

な
関
係
に
あ
る
た
め
、
自
身
の
口
腔
内
の
状

態
を
知
り
、
適
切
な
口
腔
ケ
ア
を
身
に
つ
け

ら
れ
る
よ
う
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
歯
科
相
談

を
特
定
保
健
指
導
や
健
康
相
談
と
同
日
に
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

口
腔
に
関
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
後
に
、
歯

科
模
型
や
1
人
1
人
に
合
っ
た
口
腔
ケ
ア

グ
ッ
ズ
を
活
用
し
な
が
ら
、
日
常
生
活
に
お

け
る
口
腔
ケ
ア
に
つ
い
て
丁
寧
に
ア
ド
バ
イ

ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、事
後
フ
ォ
ロ
ー

と
し
て
、
相
談
日
か
ら
約
1
か
月
後
に
歯
科

衛
生
士
に
よ
る
手
書
き
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
記

載
し
た
通
知
を
送
付
す
る
な
ど
、
個
々
の

状
況
に
応
じ
た
継
続
的
な
支
援
を
行
っ
て
い

ま
す
。
参
加
者
の
う
ち
「
自
分
に
合
っ
た
お

口
の
ケ
ア
が
分
か
っ
た
」
と
回
答
し
た
人
は

90
％
以
上
と
な
っ
て
お
り
、「
お
口
の
健
康

を
継
続
し
て
意
識
で
き
た
」
等
の
声
が
聞
か

れ
て
い
ま
す
。

食
生
活
改
善
推
進
員
の
活
動

　

古
河
市
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会
は
令
和

7
年
度
に
18
名
の
新
規
会
員
を
迎
え
、
現
在

50
名
の
会
員
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

主
な
活
動
は
、
市
民
向
け
の
料
理
教
室
や

学
校
で
の
食
育
授
業
、
市
内
イ
ベ
ン
ト
へ
の

出
展
で
す
。
夏
休
み
に
は
毎
年
、
小
学
生
親

子
を
対
象
と
し
た
「
夏
休
み
お
や
こ
料
理
教

室
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
6
年
度
か
ら
新
た
に
市
内
高
等
学
校

で
食
育
授
業
の
講

師
を
務
め
、
朝
食

の
大
切
さ
や
食
事

の
バ
ラ
ン
ス
、
減

塩
に
つ
い
て
の
食

育
講
話
と
古
河
市

の
郷
土
料
理
の
調

理
実
習
を
行
っ
て

い
ま
す
。

古河市健康づくり課のみなさま

「
誰
も
が
健
康
で
生
き
が

い
を
も
ち　
笑
顔
あ
ふ

れ
る
古
河
（
ま
ち
）」
を

目
指
し
た
取
組

古
河
市
健
康
づ
く
り
課

夏休みおやこ料理教室の様子

階段利用促進
ポスター 

階段への健康
ステッカー貼付

野菜をプラス1皿
ポスター

野菜売り場に
レシピ等を設置

歯と口の健康
キャンペーンブース
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　今回は、古河市にあるヘルストレーニングルームをご紹介します。
　市民一人ひとりの健康づくりを推進するため、体力の維持・向上、生活習慣
病の予防・改善、慢性疾患コントロール能力の向上等を目的として、健康運動
指導士等の指導の下、ランニングマシン等の機器を使い、楽しく運動しています。
　また、健康の駅では、やさしいヨガ・リズム体操・ストレッチポール・ストレッチリングなどの教室を開催しています。

ヘルストレーニングルーム

※どちらの施設も、70歳以上及び身体障害者手帳所持者は無料

健康の駅

対象者：3歳児以上
利用料： 古河市民及び特定の近隣市町民210円／1回
　　　　上記以外の方 310円/1回

福祉の森会館

対象者：35歳以上の方
利用料：200円／ 1回
　　　　回数券（11枚綴）2,030円

体操教室（ストレッチリング）

古河市の特産品

鮒甘露煮
　古河は昔から鮒の名産地でした。
江戸時代になると日光街道の宿場や
船着場が整備され、旅人へのおもて
なしとして鮒の煮付けが提供される
ようになったことが鮒の甘露煮の始
まりといわれています。現在は市内
で鮒が取れなくなりましたが、作り
方は昔ながらの製法を受け継いでい
ます。2024年には文化庁100年フー
ド（伝統の100年フード部門～江戸
時代から続く郷土の料理～）に認定
されました。

御家寳
　古河の御家寳は、江戸時代後期に
菓子商が当時の古河城主土井大炊頭
に珍菓として献上したのが始まりと
いわれ、城主により「御家寳」と名
付けられました。当時の古河は城下
町であるとともに諸国大名の重要な
宿場でもあり、諸大名は古河に宿泊
の折、この風味ある菓子を土産品と
して買い求め、奥州街道の旅人にも
広く愛されたため、御家寳の名は全
国に広まりました。甘味を抑え、き
な粉の素朴でこうばしい香りが独特
な風味を出しています。

長なす
　古河市は農業が盛んで、多様な農
産物の産地です。
　古河市の「長なす」は品質の高さ
と安定した出荷量が市場関係者から
高い評価を受けており、令和8年 2
月に茨城県の青果物銘柄産地に指定
されました。
　長なすは、20～ 25cm程度の細
長く、柔らかな肉質とアクの少なさ
が特長で、揚げびたし、焼きなすな
どに適しています。
　古河市の「長なす」は、地域が誇
る高品質な農作物です。
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　令和 8年 1月 28日（水）に標記部会を開催し、
報告事項として「令和 7年度茨城県特定健康診査・
特定保健指導実施者研修（初任者・経験者）のア
ンケート結果について」、「健康づくりイベントへ
の参画について」、「医療費適正化等に関する取組
状況の調査について」を報告した。協議事項とし
ては、「広報事業について」を協議し、健康づくりキャンペーン等のイベントに参画する際の方向性について
意見を伺い、配布する啓発品について事務局で検討し、次回の作業部会で協議することとした。また、その他
として、事務局より「バイオ後続品についての情報提供」について等を説明した。

　令和 8年 2月 20日（金）に標記協議会を開催し、議決事項として、まず「役員の選任について」は、会長
には引き続き国保連合会森田委員、副会長には健康保険組合茨城連合会の鈴木委員と全国健康保険協会茨城
支部の内田委員、監事は、地方職員共済組合の森委員と後期高齢者医療広域連合の井上委員にお願いするこ
とで了承された。
　続いて、令和 8年度「事業計画」、「会員負担金」、
「歳入歳出予算」の 3議案について説明し、原案の
とおり可決承認された。 報告事項として、「令和 7
年度第 2回茨城県保険者協議会作業部会の結果に
ついて」を報告した。

令和 7年度第 2回茨城県保険者協議会作業部会 ―1月28日（水）

令和 7年度第 2回茨城県保険者協議会 ―2月20日（金）

　ヘルスパネルや強化月間ポスター、着ぐる
みなど、上記以外の機器等も取り扱いしてお
ります。詳しくは本会ホームページをご覧く
ださい。
（会員専用ページ → 健康関連機器等の貸出）

①骨ウェーブ ②脳年齢計

③体組成計 ④血管年齢測定システム

⑤握力計 ⑥血圧計

　本会では、保険者が実施する健康まつりや健康教室等の各種イベントを
支援するため、機器等の貸出を無料で行っています。ぜひご活用ください。

国保連合会
保健事業課からの
お知らせ

健康関連機器のご紹介
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【
免
疫
と
は
】

　
ウ
イ
ル
ス
や
菌
な
ど
か
ら
体
を
守
る
シ

ス
テ
ム
で
す
。
か
ぜ
や
花
粉
症
の
か
か
り

や
す
さ
、
又
か
か
っ
て
も
軽
く
す
む
か
重

症
化
す
る
か
に
関
わ
り
ま
す
。
免
疫
力
が

高
い
と
、
疲
れ
を
と
る
、
す
り
傷
を
治
す

な
ど
回
復
力
も
ア
ッ
プ
し
ま
す
！

　
と
て
も
大
事
な
免
疫
力
。
偏
食
、
睡
眠

不
足
、
ス
ト
レ
ス
な
ど
が
重
な
る
と
低
下

し
ま
す
。
免
疫
力
が
お
ち
る
の
は
目
に
見

え
ま
せ
ん

（^^;
。
日
ご
ろ
か
ら
、
で
き
る
ケ

ア
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

【
食
事
の
ポ
イ
ン
ト
】

　

欠
食
せ
ず
、
バ
ラ
ン
ス
よ
い
食
事
を

と
る
こ
と
が
基
本
。
そ
の
上
で
、
腸
を
整

え
る
こ
と
が
キ
ー
で
す
。
腸
に
、
免
疫

細
胞
の
7
割
が
あ
る
た
め
で
す
。
次
の

S
t
e
p
 1
〜
3
を
習
慣
づ
け
ま
し
ょ

う
。

◎
S
t
e
p
 1
：
朝
食
を
と
る

　
免
疫
力
を
発
揮
す
る
に
は
、
多
く
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
不

足
で
は
始
ま
り
ま
せ
ん
。
朝
食
ぬ
き
の
方

は
、
何
か
し
ら
口
に
し
ま
し
ょ
う
。
お
に

ぎ
り
、
バ
ナ
ナ
な
ど
食
べ
や
す
い
も
の
か

ら
ス
タ
ー
ト
。
少
し
ず
つ
食
べ
る
量
や
種

類
を
ふ
や
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

◎ 

S
t
e
p
 2
：
魚
、
カ
ラ
フ
ル
野
菜

を
と
る

　
免
疫
に
は
、
い
く
つ
も
の
栄
養
素
が
協

力
し
て
い
ま
す
。
白
血
球
な
ど
の
材
料
は

た
ん
ぱ
く
質
。
ビ
タ
ミ
ン
、ミ
ネ
ラ
ル
は
、

免
疫
細
胞
を
活
性
化
し
ま
す
。

　
毎
食
、
①
主
食
（
ご
飯
、
パ
ン
、
麺
）、

②
主
菜
（
肉
、
魚
、
卵
、
大
豆
）、
③
副

菜
（
野
菜
、
き
の
こ
、
海
藻
）
の
①
〜
③

を
そ
ろ
え
ま
し
ょ
う
。
定
食
の
ほ
か
、
五

目
麺
の
よ
う
に
1
品
で
①
〜
③
が
と
れ
れ

ば
O
K
で
す
。

　
こ
こ
で
1
ポ
イ
ン
ト
。
メ
イ
ン
の
お
か

ず
は
、
魚
料
理
が
お
す
す
め
（
特
に
、
サ

ケ
・
青
魚
・
マ
グ
ロ
）。
野
菜
は
、
彩
り

よ
く
と
る
と
g
o
o
d
。
免
疫
力
を
高
め

る
ビ
タ
ミ
ン
（
A
・
Ｃ
・
Ｄ
・
E
）
が
効

率
的
に
と
れ
ま
す
。
外
食
で
は
、お
刺
身・

焼
き
魚
・
サ
バ
の
味
噌
煮
セ
ッ
ト
、
鉄
火

丼
を
選
ぶ
。
サ
ラ
ダ
は
、ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、

ピ
ー
マ
ン
、
人
参
、
ト
マ
ト
が
入
っ
た
も

の
を
選
ぶ
。
焼
肉
で
は
必
ず
ナ
ム
ル
を
食

べ
る
な
ど
工
夫
し
ま
し
ょ
う
。
表
1
を
参

考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
野
菜
が
と
れ
な
い
時
は
、
1
0
0
％
の

野
菜
ジ
ュ
ー
ス
や
ト
マ
ト
ジ
ュ
ー
ス
を
飲

む
と
ベ
タ
ー
で
す
。

◎
S
t
e
p
 3
：
腸
活
す
る

　
腸
に
よ
い
食
材
は
色
々
あ
り
ま
す
。
単

体
で
も
い
い
で
す
が
、
よ
り
効
果
的
な
食

べ
方
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
シ
ン
バ
イ

オ
テ
ィ
ク
ス
！
「
善
玉
菌
そ
の
も
の
」
と

「
善
玉
菌
の
エ
サ
」
を
同
時
に
と
る
こ
と

で
す
。
善
玉
菌
は
、
発
酵
食
品
に
豊
富
。

善
玉
菌
の
エ
サ
は
、
食
物
繊
維
、
オ
リ
ゴ

糖
で
す
。
図
1
に
示
し
ま
す
。

　
発
酵
食
品
は
、
1
つ
に
偏
ら
ず
、
色
々

な
も
の
を
と
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
。
食
物

繊
維
は
、
特
に
ネ
バ
ネ
バ
・
ヌ
ル
ヌ
ル
し

た
水
溶
性
の
も
の
が
有
益
で
す
。
日
本
人

の
善
玉
菌
は
、
海
藻
を
う
ま
く
利
用
す
る

そ
う
で
す
。
腸
活
は
奥
深
い
で
す
ね
。

表 1：魚、カラフル野菜がとれるメニュー例

外　食 コンビニ

魚定食（刺身、焼き魚、煮魚、フライ）、
海鮮丼、五目ラーメン、彩サラダ、

豚汁、野菜の小鉢、ナムル

おにぎり（鮭、ツナ、サバ）、鉄火巻き、
寿司、鮭弁当、魚の缶詰、青菜のごま和え、

かぼちゃサラダ、彩りカット野菜

免
疫
力
を
お
と
さ
な
い
た
め
の
食
事

第
4
回
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逆
に
、
と
り
す
ぎ
N
G
は
、
人
工
甘
味

料
、
砂
糖
、
肉
の
脂
身
。
悪
玉
菌
が
好
む

エ
サ
で
す
。
塩
を
と
り
す
ぎ
る
と
、
善
玉

菌
が
へ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
漬

物
・
キ
ム
チ
は
善
玉
菌
が
と
れ
る
反
面
、

塩
が
多
い
で
す
。
1
日
に
小
皿
1
つ
ま

で
！
と
量
を
き
め
ま
し
ょ
う
。

　
そ
し
て
、
腸
活
は
、
続
け
る
こ
と
が
最

重
要
！
簡
単
、
お
い
し
い
も
の
が
お
す
す

め
で
す
。健
康
教
室
で
好
評
の〝
腸
活
ヨ
ー

グ
ル
ト
〞
を
紹
介
し
ま
す
。
余
談
で
す

が
、
私
が
長
年
ご
一
緒
し
て
い
た
五
輪
の

名
コ
ー
チ
は
、「
ヨ
ー
グ
ル
ト
に
は
、
す

り
ご
ま
＆
蜂
蜜
が
最
強
や
♡
」
と
毎
日
め

し
あ
が
っ
て
い
ま
し
た
。
多
大
な
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
と
闘
う
コ
ー
チ
の
免
疫
力
キ
ー
プ

に
一
役
か
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

☆
2
w
e
e
k
、
ト
ラ
イ
！

　

腸
が
整
う
に
は
、
2
週
間
ほ
ど
か
か

り
ま
す
。
お
な
ら
や
便
が
か
わ
る
の
で

チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。「
お
な
ら
の
臭

い
が
や
わ
ら
い
だ
」、「
い
き
ま
ず
に
便
が

で
る
」、「
便
が
茶
色
に
な
っ
た
」
は
、
よ

い
傾
向
！
2
週
間
た
っ
て
も
変
わ
ら
な
い

時
は
、食
べ
方
を
ア
レ
ン
ジ
し
ま
し
ょ
う
。

「
ヨ
ー
グ
ル
ト
の
種
類
を
か
え
る
」。「
わ

か
め
、
ひ
じ
き
と
海
藻
を
食
べ
ふ
や
す
」

な
ど
で
す
。

　
腸
内
細
菌
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
人
に
よ
っ

て
違
い
ま
す
。
自
分
に
あ
っ
た
腸
活
を
み

つ
け
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
春
は
、
年
度
が
わ
り
の
時
期
。
仕
事
や

家
庭
の
環
境
が
か
わ
り
、
ス
ト
レ
ス
が
多

少
ふ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
食
か
ら
免

疫
ケ
ア
し
、
新
し
い
状
況
で
も
元
気
に
お

過
ご
し
く
だ
さ
い
ね
。

＊ 

医
師
の
指
示
が
あ
る
方
は
、
指
示
を
守

り
ま
し
ょ
う
。

株
式
会
社
フ
ロ
ー
ラ 

代
表
取
締
役

管
理
栄
養
士
、
健
康
運
動
指
導
士

茨
城
県
栄
養
士
会

健
康
づ
く
り
、
ス
ポ
ー
ツ
栄
養
の
分
野
で
活
動
中

プロフィール

花
はなたに

谷 遊
ゆ う こ

雲子

図１：腸活によい食べ方「シンバイオティクス」

・ヨーグルト＋バナナ
・ヨーグルト＋蜂蜜＋きな粉
・青菜、サラダに　
　かつお節！

・野菜の
　かんたん酢づけ

・みそ汁
　（ワカメ、
　きのこ）

善玉菌
乳酸菌、ビフィズス菌など

善玉菌のエサ
食物繊維、オリゴ糖

発酵食品 果物、野菜、海藻、きのこ、芋、豆、雑穀

相乗効果！

無糖ヨーグルト（大パック）に
好みのドライフルーツをちぎっ
て加える。冷蔵庫で1晩おく。私
は、ドライマンゴーが好きです。

【腸活ヨーグルト】
ドライフルーツ・ヨーグルト

無糖ヨーグルトにきな粉、はち
みつをかける。
はちみつを控えめにし、ゆで小
豆・甘納豆をいれてもgood。

和風ヨーグルト
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Ｑ
1 　

Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
と
は
？

Ａ
1 　
「
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｋ
Ｄ
Ｂ)

シ
ス

テ
ム
」
と
は
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険
者
や

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
お
け
る
保
健

事
業
の
計
画
の
作
成
や
実
施
を
支
援
す
る
た

め
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
が
「
特
定

健
診
・
特
定
保
健
指
導
」、「
医
療
保
険
（
国

民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療)

」、「
介

護
保
険
」
の
各
種
デ
ー
タ
を
活
用
し
て
、
①

「
統
計
情
報
」
②
「
個
人
の
健
康
に
関
す
る

デ
ー
タ
」
を
作
成
し
、
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム

で
す
。

　
　

 　

Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
保
険
者
は
以
下
の
よ
う
な
取
組
を
行
う

こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。　

　
　

① 

「
統
計
情
報
」
の
利
活
用
：
そ
の
地
域
の

健
康
状
況
（
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導

の
実
施
状
況
、
疾
病
別
医
療
費
、
一
人
当

た
り
医
療
費
等)

を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

他
の
地
域
の
健
康
状
況
と
比
較
す
る
こ
と

に
よ
り
、
自
ら
の
地
域
の
特
徴
を
把
握
し
、

優
先
す
べ
き
課
題
（
特
定
健
診
実
施
率
向

上
、
生
活
習
慣
病
予
防
、
重
症
化
予
防
等)

を
明
確
化

　
　

② 

「
個
人
の
健
康
に
関
す
る
デ
ー
タ
」
の
利

活
用
：
適
正
受
診
が
望
ま
れ
る
者
や
、
優

先
的
に
保
健
指
導
の
対
象
と
す
べ
き
者
を

判
断
し
、
個
人
に
対
す
る
効
率
的
・
効
果

的
な
保
健
事
業
（
糖
尿
病
性
腎
症
の
重
症

化
予
防
等)

を
実
施

Ｑ
2 　

Ｋ
Ｄ
Ｂ
補
完
シ
ス
テ
ム
と
は
？

Ａ
2 　

国
保
保
険
者
や
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
に
お
い
て
は
、
現
行
の
Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム

に
よ
り
「
健
診
」「
医
療
」「
介
護
」
等
の
情

報
を
活
用
し
、
保
健
事
業
に
必
要
な
統
計
情

報
の
作
成
や
地
域
の
現
状
把
握
、
保
健
事
業

の
分
析
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
　

 　

し
か
し
、
現
行
の
Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
で
は
、

あ
ら
か
じ
め
デ
ー
タ
の
抽
出
条
件
が
設
定
さ

れ
て
お
り
、
決
ま
っ
た
帳
票
し
か
作
成
で
き

な
い
こ
と
、
ま
た
デ
ー
タ
抽
出
が
複
雑
で
あ

茨城県保健政策課国民健康保険室Ｋ
Ｄ
Ｂ
補
完
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
い
て
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り
保
健
事
業
に
必
要
な
デ
ー
タ
加
工
に
時
間

を
要
す
る
な
ど
の
課
題
が
あ
り
、
県
内
保
険

者
の
負
担
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

 　

そ
の
た
め
、
Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
を
補
完
す

る
新
シ
ス
テ
ム
「
Ｋ
Ｄ
Ｂ
補
完
シ
ス
テ
ム
」

を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
保
険
者
で
事

業
実
施
前
後
の
効
果
や
比
較
分
析
な
ど
、
現

行
の
Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
で
は
不
足
す
る
評

価
・
分
析
に
必
要
な
機
能
を
補
完
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

 　

Ｋ
Ｄ
Ｂ
補
完
シ
ス
テ
ム
を
介
し
て
、
県
内

保
険
者
に
お
け
る
Ｋ
Ｄ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
デ
ー
タ

等
の
活
用
強
化
を
図
り
、
保
健
事
業
の
実

施
に
必
要
な
国
保
・
後
期
・
介
護
の
デ
ー
タ

を
一
括
集
積
、
分
析
・
評
価
が
容
易
に
で
き

る
環
境
を
整
備
し
、
県
内
保
険
者
に
お
け
る

デ
ー
タ
活
用
に
よ
る
保
健
事
業
の
展
開
を
支

援
し
ま
す
。

Ｑ
3 　

Ｋ
Ｄ
Ｂ
補
完
シ
ス
テ
ム
で
新
た
に
使
え
る

帳
票
は
？

Ａ
3 　

Ｋ
Ｄ
Ｂ
補
完
シ
ス
テ
ム
で
使
え
る
よ
う
に

な
っ
た
、
新
た
な
帳
票
の
一
部
を
紹
介
し
ま

す
。

　
　

〇　

特
定
健
康
診
査

　
　
　

 　

医
療
機
関
か
ら
の
診
療
情
報
等
提
供
を

促
進
さ
せ
る
た
め
、
診
療
情
報
等
提
供
事

業
の
候
補
者
（
み
な
し
健
診
者)

一
覧
、
医

療
機
関
に
お
け
る
検
査
状
況
を
抽
出
し
た

も
の
が
提
供
さ
れ
ま
す
。

　
　
　

 　

ま
た
、
第
4
期
特
定
健
診
・
特
定
保
健

指
導
の
見
直
し
に
伴
い
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

改
正
内
容
が
統
計
帳
票
に
反
映
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　
　

○　

特
定
保
健
指
導

　
　
　

 　

生
活
習
慣
病
（
糖
尿
病
、
高
血
圧
症
、

脂
質
異
常
症)

の
発
症
リ
ス
ク
A
I
予
測

を
活
用
し
、
個
人
の
健
康
リ
ス
ク
に
応
じ

た
健
康
ア
ド
バ
イ
ス
を
自
動
生
成
し
、
レ

ポ
ー
ト
と
し
て
と
り
ま
と
め
た
も
の
が
提

供
さ
れ
ま
す
。

　
　
　

 　

直
近
の
健
診
結
果
を
含
め
5
年
分
の
検

査
値
が
記
載
さ
れ
る
た
め
、
検
査
値
推
移

を
踏
ま
え
た
特
定
保
健
指
導
や
医
療
機
関

受
診
勧
奨
等
に
活
用
す
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。

　
　

〇　

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画

　
　
　

 　

第
3
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
に
お
け

る
、「
特
定
健
康
診
査
」「
特
定
保
健
指

導
」「
重
症
化
予
防
」
の
県
共
通
評
価
指

標
「
6
指
標
」
に
つ
い
て
、
各
評
価
指
標

毎
に
県
内
市
町
村
ラ
ン
キ
ン
グ
が
保
険
者

へ
提
供
さ
れ
ま
す
。

　
　

 　

そ
の
他
に
も
、
生
活
習
慣
病
等
重
症
化
予

防
事
業
、
医
療
費
適
正
化
等
に
関
す
る
帳
票

を
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
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【歯と口腔の健康】
　県では、「茨城県歯と口腔の健康づくり 8020・6424推進条例」及び「第
4次健康いばらき 21プラン」に基づき、関係機関と連携しながら県民の
歯科口腔保健の推進に取り組んでいます。 
　8020（ハチマルニイマル）とは「80歳で 20本以上の歯を保とう」という
意味で、国や日本歯科医師会により提唱されています。また、6424（ロクヨンニイ
ヨン）は「64歳で 24本以上の歯を保つ、むし歯にしない」という茨城県独自の目標です。

〈県内のむし歯の状況〉
　乳幼児期、学童期のむし歯のない児の割合は、年々増加傾向ではあるものの、全国平均を下回っています。
このことから、県ではむし歯予防に科学的根拠のあるフッ化物応用について、フッ化物配合の歯みがき剤の
使用やフッ化物洗口などを推進しております。 

〈フッ化物洗口によるむし歯の予防効果〉
　今年度、県では有識者等を構成員とする「フッ化物洗口効果検証ワーキング会議」を設置し、県内のデー
タを用いて効果検証を行いました。 
　フッ化物洗口を実施する前のむし歯の状況が同じと仮定したとき、フッ化物洗口を実施した就学前施設が
多い市町村・小学校は永久歯のむし歯が約 40～ 50%少ないという結果が確認されました。
　詳細については、県ホームページをご覧ください。

『フッ化物洗口とは』
　むし歯予防のためにフッ化ナトリウム（フッ素）を水に溶かした洗口液で約 1分間
ブクブクうがいを行う方法で、就学前施設や小学校等で行うことで健康格差の縮小に
も寄与することが報告されています。フッ化物洗口で使用するフッ化物は、自然界に
あるもので PFAS（ピーファス）という人工的に合成されたものとは異なり、有害性
はありません。フッ化物洗口の動画は、QRコードよりご覧ください。
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 茨城の医療と福祉の視点から

　認知症サポート医は、地域における認知症医療や介護などがスムーズに連携し機能するよう、サポートを
行う高い専門性を持った医師です。県では、認知症の発症初期から状態に応じて、医療と介護が一体となっ
た認知症の人への支援体制を構築することを目的に、認知症サポート医の養成に取り組んでいます。
　市町村や地域包括支援センターが、地域の認知症サポート医と連携していくことで、認知症施策のさらな
る充実が期待されます。

 認知症サポート医は、地域における「連携の推進役」として、次のような役割を担っています。
◆かかりつけ医等の認知症診断等に関する相談・アドバイザー役
◆他の認知症サポート医との連携体制の構築
◆地域の医師会と地域包括支援センターとの連携づくりへの協力
◆かかりつけ医等を対象とした認知症対応力の向上を図るための研修の企画や講師役
◆市町村が実施する「認知症初期集中支援チーム」のチーム員（医師）としての活動
◆認知症の人の医療・介護に関わる介護専門職等に対するサポート

　認知症サポート医は、厚生労働省が国立長寿医療研究セン
ターに委託・実施する「認知症サポート医養成研修」を修了
する必要があります。
　県では、地域において認知症の診療（早期発見等）に携わっ
ている医師をこの研修に派遣し、230名（令和7年 4月1
日現在）の認知症サポート医を養成しています。

（認知症サポート医名簿は、県HP、いばらき認知症あんしんナビに掲載）

17 茨城の国保 557

認知症とともに
安心して暮らせる未来へ
～認知症サポート医について～

認知症サポート医の役割

認知症サポート医の養成状況
【県内の認知症サポート医養成数】　

年度 H18
～ R3 R4 R5 R6

養成数
（人） 176 20 17 17

専門医・専門医療機関
（精神科・神経内科・脳神経外科・老年科等の医師）

かかりつけ医

専門医の機能
▶鑑別診断
▶若年性認知症の診断
▶ 急激な症状の進行や重篤
な身体合併症の対応　等

かかりつけ医の機能
▶日常の医学管理
▶早期発見・早期対応
▶ 本人・家族支援
▶多職種連携　　　　　等

連 携

認知症サポート医

①認知症の人の医療・介護に関わるかかりつけ医や介護専門職に対するサポート
②地域包括支援センターを中心とした多職種の連携作り
③かかりつけ医認知症対応力向上研修の講師や住民等への啓発

引用：国立長寿医療研究センターホームページ

認知症サポート医

認知症
サポート医の
機能・役割

連 携
茨城県HP

認知症を知る
ページ

ポータルサイト
いばらき認知症
あんしんナビ



茨城の医療と福祉の視点から 
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オーバードーズ（OD）
●オーバードーズとは ?
　医薬品を、決められた量を超えてたくさん飲んでしまうことを「オーバードーズ（OD）」と言います。
特に最近、市販薬の風邪薬や咳止め薬などを、本来の目的のためではなく、感覚や気持ちに変化を起こすた
めに大量に服用することを指して、「オーバードーズする」「ODする」などと言われています。
　特に若年層を中心に全国的に問題となっており、県でも関係機関と連携して、オーバードーズの危険性、
身体への影響などの正しい情報や悩みがある場合の相談窓口について、啓発を行っています。

●オーバードーズの現状は ?
　国の研究機関が行った調査によれば、高校生の
約 60人に 1人が乱用目的で市販薬の使用経験が
あったとの結果が出ています。
　また、県の調査によると、過量服薬が疑われる
救急搬送者（誤って服薬した場合を含む）は、10
代を中心に年々増加傾向にあり、男女比は 1：4
と女性の割合が多いとの結果が出ました。

●どうしてオーバードーズをしてしまうの ?
　家庭内での孤独感や、学校や職場での人間関係の悩み、ストレスなどから、「気分を変えたい」、「ひどい
精神状態から解放されたかった」などの理由でオーバードーズしているという実態があります。特に若年層
の多くは「辛い」気持ちを一人で何とかしようとして、インターネットや SNSの情報からオーバードーズ
に手を出してしまうことが多いようです。
　人それぞれに置かれた状況も違い、また、辛い気持ちに対する耐性も異なることから、様々な方面からの
対策（正しい情報の提供、相談先窓口の充実、医薬品の適正販売など）が重要です。

●相談したいときは ?
　県には色々な方法で相談できる窓口があります。相談時間などは窓口によって異なりますの
で、詳しい情報は薬務課HP（二次元コード）でご確認ください。

茨城県保健医療部医療局薬務課

薬 務 課 インフォメーション薬 務 課 インフォメーション

薬務課HP

〇子どもホットライン（相談方法：電話、メール）
　いじめ、不登校、友人関係、性の問題、大人社会への不満など
〇いばらき子ども SNS相談（相談方法：LINE、Webチャット）
　学校のこと、友だちのこと、家族のこと、自分自身のことなど
〇女性のためのこころのオンライン相談@いばらき（相談方法：専用サイトから予約）
　対人関係、家庭問題など、心の悩みに関する内容全般
〇こころの SNS相談@いばらき（相談方法：LINE）
　心の悩みに関する内容全般 
〇いばらきこころのホットライン（相談方法：電話）
　こころに不調をきたしたとき、こころの問題についての相談
〇県内各児童相談所（相談方法：電話、面談）
　親との関係、家族との関係、児童虐待など
〇県内各保健所（相談方法：電話、面談）
　不眠、うつなど、こころの病気に関する不安や悩み、薬物などの依存症、医薬品に関する相談
〇精神保健福祉センター（相談方法：電話、面談）
　薬物の問題を抱えるご本人やご家族からの相談
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国保連合会介護保険情報 介護保険課

　受付・資格点検が完了した明細書と給付管理
票を突合し、支給限度基準額の範囲内の請求で
あるか、明細書の請求内容が給付管理票に割り

当てられている事業所別・サービス種類別の計
画単位数の範囲内であるのか審査を行います。

国保連合会における介護保険の
審査支払業務について（2）第4回

支給限度額管理業務（上限審査）による審査

　前号に続き、本会における介護保険の審査支払業務について
紹介します。

　国保連合会に置かれる「介護給付費等審査委
員会」において審査を行います。介護給付費等
審査委員会は、その内容に応じて「介護医療部
会」と「審査部会」の 2部構成となります。

○介護医療部会の審査
　介護保健施設サービス及び介護医療院サービ
スのうち、緊急時施設療養費及び所定疾患施設
療養費、特別療養費、特別診療費といった包括
的に評価される部分とは別に、実施状況や内容
に応じて個別に評価すべきサービス（いわゆる
出来高医療部分）についての審査等を行います。

　介護医療部会の委員は、審査内容が医学に関
する専門的内容を含むことから、医師をもって
充てることになります。

○審査部会
　介護医療部会の所掌以外の請求に関する審
査を行います。審査内容は各都道府県において
様々であり、本会においては、給付管理票と明
細書間の給付単位数に大きな相違がある場合に
居宅介護支援事業所に対し、実情照会をしてい
ます。

審査委員会による審査

　本会における審査業務の終了後、介護保険事
業所から請求された明細書について、事業所別
に審査結果の計数整理等を行い、その結果が記
載された支払決定額通知書等の支払関係帳票を

事業所に送付し、支払額をお知らせします。ま
た、審査増減単位数通知書及び返戻（保留）一
覧表等により、明細書の決定状況等を事業所へ
通知します。

支払関係帳票の送付

 　保険者及び公費負担者別に審査結果の計数
整理等を行い、請求額を決定し、事業所に介護
給付費等を支払いするための費用を、保険者及
び公費負担者に請求します。
　その後、事業所毎に決定された支払額をもと
に、振込情報を作成して、金融機関を経由して
事業者への振込を行います。

保険者請求及び事業所支払業務



後期高齢者医療広域連合通信
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（1）一般会計
　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 14億 1,846 万円としました。
　これは、令和 7年度当初予算と比較して 1億 284万 4千円、率にして 7.82%の増となります。

（2）後期高齢者医療特別会計
　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,140 億 6,076 万 5千円としました。
　これは、令和 7年度当初予算と比較して 147億 1,036 万 9千円、率にして 3.68%の増となります。

令和8年度一般会計予算及び後期高齢者医療特別会計予算について

令和8年度歳入予算額　1,418,460（単位：千円） 令和8年度歳出予算額　1,418,460（単位：千円）

諸収入 3,184
0.22％

分担金及び負担金
1,413,181
99.63％

財産収入 94
0.01％

繰越金 2,000
0.14％

繰入金 1
0.00％

民生費
890,023
62.75％

総務費
523,100
36.88％

議会費 3,336
0.23％

公債費 1
0.00％

予備費 2,000
0.14％

令和8年度歳入予算額　414,060,765（単位：千円） 令和8年度歳出予算額　414,060,765（単位：千円）

国庫支出金
131,077,357
31.66％

支払基金交付金
158,055,648
38.17％

市町村負担金
85,408,657
20.63％

県支出金
35,089,739
8.47％

県支出金
35,089,739
8.47％

諸収入 720,436
0.17％

繰越金 7
0.00％

財産収入 25,985
0.01％

特別高額医療費
共同事業交付金
371,579
0.09％

保険給付費
408,764,016
98.72％

総務費 1,097,133
0.26％

諸支出金 108,709
0.03％

公債費 6,330
0.00％

予備費 5,000
0.00％

基金積立金
25,991
0.01％

保健事業費 1,603,688
0.39％

県財政安定化
基金拠出金 1
0.00％

支払基金拠出金
2,078,109　0.50％
特別高額医療費
共同事業拠出金
371,788　0.09％

繰入金 3,311,356
0.80％

県財政安定化基金
借入金 1　0.00％
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　茨城県後期高齢者医療広域連合では、第三者行為の届け出の必要性や手続きを案内するためのリー
フレット等を作成し、届け出の促進に取り組んでいます。

第三者行為届け出の周知広報について
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今
回
は
、「
循
環
器
疾
患
の
目
標
設
定
の
考
え
方
」（
図

1
）
の
②
生
活
習
慣
病
リ
ス
ク
と
③
生
活
習
慣
に
つ
い
て

お
話
し
し
ま
す
。

健
診
結
果
か
ら
見
る
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て

見
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
図
2
の
右
端
の
標
準
化
比
（
県
）

と
地
域
（
地
区
）
と
が
交
わ
る
部
分
に
注
目
し
て
く
だ
さ

い
（
数
字
で
言
う
と
1
0
9
・
6
、89
・
3
、95
・
4
の
部
分
）。

こ
こ
が
県
と
比
較
し
た
標
準
化
該
当
比
に
な
り
ま
す
（
標

準
化
比
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
同
じ
で
す
）。
標
準
化
該

当
比
の
見
か
た
は
S
M
R
等
と
同
じ
で
、
自
分
の
地
域
に

県
と
同
程
度
に
肥
満
の
も
の
が
い
れ
ば
値
は
1
0
0
と
な

り
、
2
倍
肥
満
の
も
の
が
い
れ
ば
2
0
0
と
な
り
ま
す
。

こ
の
数
値
が
統
計
的
に
有
意
に
高
い
／
低
い
と
数
字
の
横

に
＊
印
が
つ
き
ま
す
。
こ
こ
で
「
統
計
的
に
有
意
」
と
は
、

「
と
て
も
県
の
数
値
と
同
じ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」、「
県

の
数
値
と
同
じ
で
あ
る
確
率
は
非
常
に
低
い
」
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
。
統
計
的
に
有
意
に
悪
い
健
診
項
目
を
見
つ

け
、
医
療
費
の
と
こ
ろ
で
着
目
し
た
問
題
と
関
連
さ
せ
な

が
ら
、
優
先
的
な
健
康
課
題
が
何
か
を
絞
り
込
み
ま
し
ょ

う
。
こ
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
は
社
会
環
境
が
似

て
い
る
県
と
比
較
し
、
そ
の
後
で
一
列
左
の
国
の
値
と
比

較
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

生
活
習
慣
に
つ
い
て
も
健
診
結
果
と
見
方
は
同
じ
で
、

ま
ず
は
図
3
の
県
と
比
較
し
（
右
端
か
ら
2
列
目
）、
次

に
国
と
比
較
し
ま
し
ょ
う
（
一
番
右
の
列
）。
標
準
化
該
当

比
の
見
方
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
説
明
し
た
も
の
と
同
じ

で
す
。
生
活
習
慣
の
シ
ー
ト
も
リ
ス
ク
の
シ
ー
ト
と
同
様

に
、
統
計
的
に
有
意
に
値
が
高
い
／
低
い
場
合
に
は
数
値

の
横
に
＊
印
が
つ
き
ま
す
。
統
計
的
に
有
意
に
悪
い
項
目

に
着
目
し
、
今
ま
で
見
て
き
た
デ
ー
タ
と
繋
げ
て
優
先
的

な
健
康
課
題
が
何
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
。
図
4

（
樹
形
図
）
の
よ
う
な
ま
と
め
方
を
す
る
と
、
健
康
課
題

同
士
の
つ
な
が
り
が
分
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

⓪
か
ら
③
の
デ
ー
タ
を
つ
な
げ
て
み
る
と
き
、
各
デ
ー

タ
に
は
時
間
差
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
タ
バ

国
保
デ
ー
タ
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ス
（
Ｋ
Ｄ
Ｂ
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シ
ス
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ム
を
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た
地
域
診
断
④

第4回

②リスク（健診結果）
図 2　性・年齢調整した健診結果

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000827241.pdf

図 1　循環器疾患の目標設定の考え方

①疾患

②生活習慣
　病リスク

③生活習慣

⓪死因
　（SMR）

出所： 国立保健医療科学院HP 「地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための参考
データ・ツール集」より「厚生労働省様式（様式 5-2）」年齢調整ツール

https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-koro5-2-V1.6.xlsm
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コ
を
吸
っ
て
も
す
ぐ
に
肺
が
ん
に
な
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
で
す

ぐ
に
死
ぬ
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な

の
で
、
デ
ー
タ
に
連
続
性
が
な
い
場
合

-

例
え
ば
タ
バ
コ
を
吸
っ
て
い
る
人
が

多
い
地
域
な
の
に
肺
が
ん
の
レ
セ
プ
ト

が
少
な
い
、
肺
が
ん
の
S
M
R
が
高
く

な
い
よ
う
な
場
合
は
、
肺
が
ん
の
レ
セ

プ
ト
が
増
え
る
前
に
そ
れ
を
阻
止
で
き

る
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
予
防

の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
逆
に
デ
ー
タ
に
連
続
性
が
あ
る
場

合
は
ど
こ
で
そ
れ
を
断
ち
切
る
か
を
考

え
ま
し
ょ
う
。

今
ま
で
は
自
分
の
担
当
す
る
地
域
に
何
の
病
気
が
多
い

の
か
も
明
確
で
な
い
ま
ま
、
手
探
り
で
対
策
を
す
す
め
ら

れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
数
字

の
裏
付
け
の
な
い
保
健
事
業
は
も
う
終
わ
り
に
し
て
、「
な

ぜ
こ
の
対
策
が
必
要
な
の
か
」
が
言
え
る
保
健
事
業
を
目

指
し
ま
し
ょ
う
。
横
山
先
生
の
ツ
ー
ル
の
活
用
は
そ
の
第

一
歩
で
す
。
ぜ
ひ
、
K
D
B
の
デ
ー
タ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
、
ツ
ー
ル
の
活
用
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。

③生活習慣
図 3　性・年齢調整をした問診票

出所： 国立保健医療科学院 HP 「地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための参考データ・ツール集」より「質問票調査の状況」
年齢調整ツール

https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/data/ageadj-shitsumon-V4.2.xlsm

図 4　健康課題同士のつながり

目
白
大
学
看
護
学
部

看
護
学
科
教
授

（
元　
国
立
保
健
医
療
科
学
院

主
任
研
究
官
）

藤
井　
仁
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第20回
KDB補完システムについてNo.4

前
回
、
使
っ
た
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
で
設

定
で
き
ま
す
か
？

エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
で
設
定
で
き
る
よ
。

前
回
設
定
し
た
と
こ
ろ
か
ら
ス
ク
ロ
ー
ル

す
る
と
設
定
で
き
る
よ
。（
図
1
）ま
ず
は
、

①
の
対
象
の
健
診
年
度
を
選
択
す
る
よ
。

今
回
は
、
健
診
受
診
年
度
を
2
0
2
5
年

度
の
ま
ま
設
定
を
し
て
い
く
よ
。

プ
ル
ダ
ウ
ン
の
中
か
ら
年
度
を
選
択
で
き

る
ん
で
す
ね
。

来
年
度
に
健
診
検
査
値
の
基
準
を
変
更
す

る
場
合
は
、
5
月
上
旬
ま
で
に
2
0
2
6

年
度
に
変
更
し
て
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
必

要
が
あ
る
よ
。

変
更
す
る
と
き
は
忘
れ
な
い
よ
う
に
設
定

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

笠
原
先
生
こ
ん
に
ち
は
。
前
回
は

Ｋ
Ｄ
Ｂ
補
完
シ
ス
テ
ム
の
重
症
化

予
防
対
象
者
一
覧
の
生
活
習
慣
病

の
治
療
中
と
治
療
中
断
の
期
間
の

設
定
の
仕
方
に
つ
い
て
教
え
て
も

ら
い
ま
し
た
。
他
に
も
設
定
で
き

る
条
件
が
あ
る
ん
で
す
か
？

そ
う
な
ん
だ
よ
。
今
回
は
健
診
検

査
値
の
設
定
の
仕
方
に
つ
い
て
説

明
す
る
よ
。

次
は
、
②
の
健
診
検
査
値
の
重

症
化
予
防
対
象
者
判
定
条
件

を
設
定
し
て
い
く
よ
。
初
期
設

定
は
国
で
定
め
ら
れ
て
い
る
重

症
化
予
防
判
定
値
が
入
力
さ

れ
て
い
る
ん
だ
。
ク
リ
ー
ム
色

の
セ
ル
は
自
由
に
検
査
値
を
設

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
。

プ
ル
ダ
ウ
ン
で
数
値
を
変
更

で
き
る
ん
で
す
ね
。
う
ち
の

市
で
は
、
重
点
的
に
介
入
し

た
い
人
達
を
抽
出
し
た
い
の

で
H
b
A
1
c
の
検
査
値
を

6.5
％
以
上
か
ら
7.0
％
以
上
に

変
更
し
た
い
で
す
。

そ
し
た
ら
、
H
b
A
1
c
の
重

症
化
予
防
対
象
者
判
定
条
件

を
6.5
か
ら
7.0
に
変
更
し
よ
う
。

（
作
業
中
）

で
き
ま
し
た
。
右
横
の
治
療
中
者
判
定
条

件
と
は
何
で
す
か
？

図
2
で
設
定
し
た
数
値
は
、
未
治
療
者
や

治
療
中
断
者
を
抽
出
す
る
た
め
の
条
件

な
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
と
は
別
に
治
療
中
の

人
の
条
件
も
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
ん

だ
。

そ
し
た
ら
治
療
中
の
人
は
8.0
％
以
上
で
設

定
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
空
腹
時
血
糖
や

随
時
血
糖
も
設
定
す
る
セ
ル
が
あ
り
ま
す

が
、
使
用
し
な
い
場
合
は
、
ど
う
す
れ
ば

良
い
で
す
か
？
（
図
2
）

使
用
有
無
の
欄
は
、
最
初
は
〇
に
な
っ
て

い
る
ん
だ
け
ど
使
わ
な
い
健
診
検
査
項
目

は
×
に
す
る
こ
と
で
そ
の
条
件
で
抽
出
さ

れ
な
く
な
る
よ
。

そ
の
他
に
も
条
件
設
定
は
あ
り
ま
す
か
？

さ
ら
に
ス
ク
ロ
ー
ル
す
る
と
健
診
検
査
項

目
と
い
う
条
件
設
定
が
あ
る
よ
。
項
目
と

項
目
を
組
合
せ
て
両
方
該
当
す
る
場
合
の

み
対
象
者
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
ん

だ
。

便
利
そ
う
で
す
ね
。
糖
尿
病
性
腎
症

重
症
化
予
防
の
対
象
者
の
抽
出
で
は

H
b
A
1
c
と
e
G
F
R
、
尿
蛋
白
を

使
っ
て
い
る
の
で
使
用
有
無
の
セ
ル
を
○

に
変
更
し
ま
す
。（
図
3
）

変
更
す
る
場
合
、
健
診
検
査
項
目
の
組
合

せ
の
設
定
を
す
る
と
A
N
D
条
件
の
設
定

に
な
る
よ
。
H
b
A
1
c
や
e
G
F
R
が

単
体
で
基
準
値
を
超
え
て
い
た
場
合
、
健

診
検
査
項
目
の
組
合
せ
で
は
抽
出
さ
れ
な

3．健診検査値の重症化予防対象者判定条件を設定してください

2025

1 mg/DL以上 mg/DL以上 〇 ※4
2 mg/DL以上 mg/DL以上 〇 ※4
3 %以上 %以上 〇 ※4
4 (mL/分/1.73㎡)未満 〇 ※4
5 (mL/分/1.73㎡)未満 〇 ※4
6 以上 〇 ※4
7 以上 〇 ※4
8 mmHg以上 mmHg以上 〇 ※4
9 mmHg以上 mmHg以上 〇 ※4
10 mg/dl以上 mg/dl以上 〇
11 mg/dl以上 mg/dl以上 〇
12 mg/dl以上 mg/dl以上 〇
13 ＨＤＬコレステロール mg/dl未満 mg/dl未満 ×

※3：治療中者に個別の健診検査値判定条件を適用したい場合のみ入力を行ってください。
※4：他の検査項目と組合せて抽出することが可能な検査項目です。他の検査項目と組合せて抽出する場合は③を設定してください。

脂質

140 140
300空腹時中性脂肪

non-HDLコレステロール
300

170 170

ＬＤＬコレステロール

血圧
140 140
90 90

収縮期血圧
拡張期血圧

①～③を設定してください(③は任意のため利用しない場合は設定不要です)。
設定した条件で、糖尿病、高血圧症、脂質異常症の重症化予防対象者(健診受診者)が毎月抽出されます。

血糖

eGFR（70歳未満）
eGFR（70歳以上）
尿蛋白

健診受診年度

126 126
126

腎

126
6.5 6.5

①対象となる健診受診年度を設定してください

②健診検査値の重症化予防対象者判定条件を設定してください

重症化予防対象者判定条件No.

45
45

使用有無 備考健診検査項目

設定した検査項目の判定条件のいずれかに該当する対象者が抽出されます。
検査項目を組み合わせで抽出したい場合は③も設定してください。

治療中者判定条件※3

尿潜血

空腹時血糖
随時血糖

＋
＋

HbA1c

3．健診検査値の重症化予防対象者判定条件を設定してください

2025

1 mg/DL以上 mg/DL以上 × ※4
2 mg/DL以上 mg/DL以上 × ※4
3 %以上 %以上 〇 ※4
4 (mL/分/1.73㎡)未満 〇 ※4
5 (mL/分/1.73㎡)未満 〇 ※4
6 以上 〇 ※4
7 以上 〇 ※4
8 mmHg以上 mmHg以上 〇 ※4
9 mmHg以上 mmHg以上 〇 ※4
10 mg/dl以上 mg/dl以上 〇
11 mg/dl以上 mg/dl以上 〇
12 mg/dl以上 mg/dl以上 〇
13 ＨＤＬコレステロール mg/dl未満 mg/dl未満 ×

尿潜血

空腹時血糖
随時血糖

＋
＋

HbA1c

②健診検査値の重症化予防対象者判定条件を設定してください

重症化予防対象者判定条件No.

45
45

使用有無 備考健診検査項目

設定した検査項目の判定条件のいずれかに該当する対象者が抽出されます。
検査項目を組み合わせで抽出したい場合は③も設定してください。

治療中者判定条件※3

①～③を設定してください(③は任意のため利用しない場合は設定不要です)。
設定した条件で、糖尿病、高血圧症、脂質異常症の重症化予防対象者(健診受診者)が毎月抽出されます。

血糖

eGFR（70歳未満）
eGFR（70歳以上）
尿蛋白

健診受診年度

126 126
126

腎

126
7.0 8.0

①対象となる健診受診年度を設定してください

血圧
140 140
90 90

収縮期血圧
拡張期血圧

脂質

140 140
300空腹時中性脂肪

non-HDLコレステロール
300

170 170

ＬＤＬコレステロール

※3：治療中者に個別の健診検査値判定条件を適用したい場合のみ入力を行ってください。
※4：他の検査項目と組合せて抽出することが可能な検査項目です。他の検査項目と組合せて抽出する場合は③を設定してください。

図 1

図 2
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よ
。
ひ
ば
り
さ
ん
が
さ
っ
き
設
定
し
た
判

定
条
件
と
、
前
回
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
た
も

の
が
同
じ
条
件
な
の
で
、
H
b
A
1
c
が

7.0
以
上
の
数
値
よ
り
高
い
セ
ル
が
オ
レ
ン

ジ
色
で
表
示
さ
れ
て
い
る
よ
。（
図
6
）

確
認
出
来
ま
し
た
。
色
が
変
わ
っ
て
い
る

か
ら
分
か
り
や
す
い
で
す
ね
。

そ
の
他
の
数
値
も
後
で
確
認
し
て
み
て

ね
。

ご不明な点がございましたら、下記までEメール
や電話等でお問い合わせください。操作支援を
ご希望の場合、本会での個別支援や訪問支援を
実施しておりますのでお気軽にご連絡ください。

　茨城県国民健康保険団体連合会
　保健事業課　保健事業係
　TEL：０２９（３０１）１５５３
　FAX：０２９（３０１）１５７５
　Email：jigyou@ibaraki-kokuhoren.or.jp

く
な
る
の
で
注
意
が
必
要
だ
よ
。

そ
う
す
る
と
H
b
A
1
c
8.0
％
以
上
で
も

e
G
F
R
が
45
（
㎖
／
分
／
1・
73
㎡
）

以
上
の
人
は
重
症
化
予
防
対
象
者
一
覧

に
抽
出
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す

ね
。

そ
の
と
お
り
！
重
症
化
予
防
対
象
者
一
覧

を
ど
の
事
業
に
使
う
の
か
を
踏
ま
え
て
設

定
す
る
条
件
を
考
え
て
ね
。

分
か
り
ま
し
た
。
入
力
が
終
わ
っ
た
ら
ど

う
す
れ
ば
良
い
で
す
か
？ 

入
力
出
来
た
ら
Ｋ
Ｄ
Ｂ
補
完
シ
ス
テ
ム

に
フ
ァ
イ
ル
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
よ
。

ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
の
方
法
は
図
4
を
参
考
に

し
て
ね
。

今
か
ら
や
っ
て
み
ま
す
。

（
作
業
中
）

ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
出
来
ま
し
た
！
重
症
化
予

防
対
象
者
一
覧
は
い
つ
頃
か
ら
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
ん
で
す
か
？

毎
月
1
日
〜
10
日
ま
で
の
間
に
ア
ッ
プ

ロ
ー
ド
し
た
「
重
症
化
予
防
対
象
者
抽
出

条
件
シ
ー
ト
」
の
条
件
を
反
映
し
た
「
重

症
化
予
防
対
象
者
一
覧
（
健
診
受
診
者
）」

は
、
月
末
に
作
成
さ
れ
て
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
よ
。
試
し
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

み
よ
う
。
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
仕
方
は
図
5

の
と
お
り
だ
よ
。 

（
作
業
中
）

フ
ァ
イ
ル
を
開
き
ま
し
た
。

右
の
ほ
う
に
ス
ク
ロ
ー
ル
し
て
い
く
と

A
W
列
に
H
b
A
1
c
の
項
目
が
あ
る

KDBシステムについての
お問い合わせはこちらまで

1 eGFR（70歳未満） ×
2 eGFR（70歳以上） ×
3 尿蛋白 ×
4 尿潜血 ×
5 eGFR（70歳未満） ×
6 eGFR（70歳以上） ×
7 尿蛋白 ×
8 尿潜血 ×
9 eGFR（70歳未満） 〇
10 eGFR（70歳以上） 〇
11 尿蛋白 〇
12 尿潜血 〇
13 収縮期血圧 ×
14 拡張期血圧 ×
15 収縮期血圧 ×
16 拡張期血圧 ×
17 収縮期血圧 ×
18 拡張期血圧 ×
19 尿潜血 ×

HbA1c

かつ

かつ

かつ

随時血糖

HbA1c

空腹時血糖

随時血糖

かつ

健診検査項目の組合せ区分

血糖リスクと血圧リスクで抽出

腎リスクの組合せで抽出

③健診検査項目の組合せを選択してください（使用有無を「〇」に変更）【任意】
選択した組合せ(2検査項目)のそれぞれの判定条件(②で設定した条件)に該当する対象者が抽出されます。
健診検査項目の組合せで抽出しない場合は、選択不要です。

No. 使用有無 備考

血糖リスクと腎リスクで抽出

かつ

かつ

空腹時血糖

尿蛋白

かつ

図 3

(a)

(b)

(c)
(a)自市町村を選択して下さい。
(b)「重症化予防対象者抽出条件(国保)」が選択
　 されていることを確認して下さい。
(c)抽出対象の健診受診年度を選択して下さい。
(d)該当のファイルを選択して下さい。

〇〇市

(d)

図 4

図 5

図 6
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以
下
は
、国
民
健
康
保
険
（
以
下
「
国

保
」
と
い
う
。）
の
保
険
料
（
税
）
収

納
率
向
上
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
、
滞

納
案
件
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
で
感
じ
た
こ

と
を
一
部
私
見
を
交
え
て
書
き
留
め
た

も
の
で
す
。

1 

．
最
近
の
国
保
保
険
料
（
税
）
の

収
納
状
況
に
関
し
て

　

 　

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
外
国
人
」

の
滞
納
阻
止

⑴ 　
外
国
人
労
働
者
の
形
態
（
主
に
在

留
資
格
に
よ
っ
て
分
類
）

①
身
分
に
基
づ
く
在
留
資
格

②
専
門
的
・
技
術
的
分
野
の
在
留
資
格

③ 

特
定
活
動
（
外
交
官
の
家
事
使
用
人

等
）

④
技
能
実
習

・ 

国
際
貢
献
を
目
的
に
、
1
号
（
在

留
期
間
1
年
以
内
・
実
習
1
年
目
）、

2
号
（
在
留
期
間
2
年
以
内
・
実
習

2
〜
3
年
目
）、
3
号
（
在
留
期
間

2
年
以
内
・
実
習
4
〜
5
年
目
）
と

あ
り
、
特
定
の
産
業
で
技
能
実
習
の

在
留
資
格
を
持
つ
外
国
人
実
習
生
で

あ
る
。

・ 

実
習
生
の
失
踪
な
ど
の
問
題
が

指
摘
さ
れ
た
技
能
実
習
制
度
は
、

2
0
2
7
年
4
月
に
育
成
就
労
制
度

に
切
り
換
え
ら
れ
る
。

⑤ 

特
定
技
能
（
2
0
1
9
年
4
月
よ
り

導
入
）

・ 

1
号
：
即
戦
力
人
材
と
位
置
付
け
ら

れ
る
。
在
留
期
間
は
通
算
で
上
限
5

年
で
あ
る
。

・ 

2
号
：
さ
ら
に
熟
練
し
た
技
能
が
必

要
と
な
る
。
家
族
帯
同
の
無
期
限
就

労
が
可
能
で
あ
る
。

⑥ 

育
成
就
労
（
2
0
2
7
年
4
月
か
ら

始
ま
る
新
制
度
）

・ 

日
本
国
内
の
人
材
確
保
と
育
成
を
主

な
目
的
と
し
て
、
未
熟
練
の
外
国
人

労
働
者
を
受
け
入
れ
、
原
則
3
年
間

の
在
留
期
間
で
技
能
を
即
戦
力
レ
ベ

ル
に
引
き
上
げ
る
。

・ 

技
能
や
日
本
語
能
力
の
試
験
を
ク
リ

ア
す
れ
ば
特
定
技
能
1
号
に
移
行
が

可
能
で
あ
る
。

⑵ 　
外
国
人
の
国
保
保
険
料
（
税
）
収

納
率
の
低
さ

① 

全
国
の
1
5
0
市
町
村
国
保
か
ら
集

め
た
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
2
0
2
4

年
4
月
か
ら
12
月
の
国
保
保
険
料

（
税
）
の
現
年
度
分
の
収
納
率
は
、
全

体
が
93
％
に
対
し
、
外
国
人
は
63
％

と
か
な
り
低
率
と
な
っ
て
い
る
。

② 

私
が
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
担
当
し

て
い
る
市
町
村
の
相
談
案
件
も
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
は
外
国
人
の
滞
納
者
に

つ
い
て
で
あ
る
。

③ 

特
に
在
留
期
間
の
短
い
「
技
能
実
習
」

や
「
特
定
技
能
（
1
号
）」
の
在
留

資
格
を
持
つ
外
国
人
の
収
納
率
が
低

い
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。

⑶ 　
外
国
人
滞
納
者
の
増
加
の
原
因
と

し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と

・ 

国
保
に
関
す
る
知
識
不
足
の
た
め
、

納
税
の
意
識
が
低
い
。

・ 

滞
納
に
な
っ
た
外
国
人
の
場
合
、
国

内
に
換
価
価
値
の
あ
る
財
産
あ
る
い

は
、
取
立
可
能
な
財
産
を
所
持
し
て

い
る
ケ
ー
ス
は
ま
れ
で
あ
り
、
差
押

え
財
産
が
発
見
で
き
な
い
。

・ 

外
国
人
が
帰
国
し
た
場
合
、
ほ
と
ん

ど
が
納
税
管
理
人
の
申
告
等
が
行
わ

れ
て
い
な
い
た
め
、
滞
納
し
て
い
る

国
保
保
険
料
（
税
）
の
回
収
は
、
実

質
不
可
能
な
状
況
で
あ
る
。

⑷ 　
外
国
人
滞
納
者
に
対
す
る
市
町
村

の
取
り
組
み
と
課
題

①
多
言
語
対
応

・ 

国
保
制
度
及
び
納
税
の
理
解
不
足
を

解
消
す
る
た
め
、
催
告
書
等
の
多
言

語
化
を
図
っ
て
い
る
。

② 

日
本
国
内
に
住
所
を
持
た
な
い
外
国

人
（
出
国
し
た
外
国
人
）
へ
の
納
税

通
知
書
等
の
送
達
手
続
（
滞
納
処
分

に
関
す
る
書
類
を
除
く
。）

・ 

納
税
管
理
人
の
申
告
等
が
あ
る
場
合

は
、
納
税
管
理
人
宛
に
送
達
し
て
い

る
。

・ 

納
税
管
理
人
の
申
告
等
が
な
い
場

合
で
、
国
外
の
住
所
が
判
明
し
て
い

る
場
合
は
、
国
際
郵
便
E
M
S
（
エ

ア
メ
ー
ル
）
等
を
活
用
し
て
、
納
税

管
理
人
の
申
告
等
の
慫
慂
を
し
て
い

る
。（
法
定
書
類
の
送
達
は
し
て
い

な
い
。）

③ 

住
所
が
判
明
し
な
い
場
合
、
納
税
通

国
民
健
康
保
険
料
（
税
）
の

収
納
を
取
り
巻
く
状
況
と
課
題

茨
城
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会 

保
険
料
（
税
）
収
納
率
向
上
ア
ド
バ
イ
ザ
ー　

近
藤　

文
雄

保
険
料（
税
）収
納
率
向
上
対
策
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知
書
や
督
促
状
の
書
類
送
達
に
つ
い

て
は
、
公
示
送
達
を
行
っ
て
い
る
。

④
課
題

・ 

納
税
管
理
人
の
申
告
等
の
義
務
は
、

納
税
者
が
、
課
税
地
を
含
む
日
本
国

内
に
住
所
が
な
く
な
る
と
い
う
事
が

前
提
で
あ
る
が
、
短
期
の
在
留
資
格

者
の
場
合
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
在

留
資
格
の
更
新
を
し
な
い
ま
ま
、
さ

ら
に
は
、
納
税
管
理
人
の
申
告
等
の

手
続
き
を
行
わ
な
い
で
出
国
し
て
し

ま
う
。

・ 

外
国
人
滞
納
者
の
出
国
情
報
が
判
明

し
た
時
に
は
、
既
に
出
国
し
て
お
り
、

納
税
管
理
人
の
手
続
き
は
、
事
実
上

出
来
ず
、
納
税
の
催
告
等
も
法
的
拘

束
力
が
な
い
た
め
、
支
払
い
を
強
制

す
る
手
段
が
な
く
、
最
終
的
に
は
執

行
停
止
、
不
納
欠
損
処
理
を
行
わ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
。

2 

．
今
後
の
外
国
人
滞
納
者
へ
の

対
策
と
し
て

⑴　
国
の
取
り
組
み

①
国
保
制
度
の
周
知
徹
底

②
在
留
資
格
と
の
関
係

・ 

市
町
村
国
保
と
出
入
国
在
留
管
理

庁
が
外
国
人
滞
納
者
情
報
を
共
有

し
、
納
付
状
況
を
在
留
資
格
の
審
査

に
反
映
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
の
改
修
が

進
め
ら
れ
、
原
則
と
し
て
、
未
納
の

あ
る
外
国
人
の
在
留
資
格
の
変
更
や

更
新
を
認
め
な
い
仕
組
み
の
導
入
を

2
0
2
7
年
6
月
の
運
用
開
始
を
目

指
し
て
い
る
。

③
前
納
制
度
の
導
入

・ 

日
本
に
転
入
し
て
く
る
外
国
人
に
対

し
、
市
区
町
村
が
住
民
登
録
時
に
、

入
国
初
年
度
の
保
険
料
を
対
象
と
し

て
徴
収
す
る
仕
組
み
を
、
早
け
れ
ば
、

2
0
2
6
年
4
月
か
ら
開
始
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。

④
在
留
管
理
の
適
正
化
の
加
速

・ 
令
和
8
年
度
の
予
算
案
で
、
外
国

人
政
策
経
費
（
在
留
カ
ー
ド
と
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
一
体
化
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
活
用
し
た
入
管
と
他
省

庁
・
自
治
体
と
の
情
報
連
携
等
）
を
、

前
年
度
当
初
予
算
か
ら
1
3
0
0
億

円
積
み
増
し
た
。

⑵　
市
町
村
の
取
り
組
み

① 

滞
納
発
生
後
、
速
や
か
に
事
業
所
等

へ
訪
問
し
、
状
況
を
確
認
す
る
こ
と

②
財
産
調
査
を
徹
底
す
る
こ
と

③ 

国
の
制
度
（
滞
納
情
報
の
共
有
化
、

前
納
制
度
の
活
用
等
）
を
注
視
す
る

こ
と

④ 

国
保
の
加
入
時
に
、
行
政
指
導
に
よ

る
納
税
管
理
人
申
告
等
の
協
力
要
請

を
行
う
こ
と

・ 

入
国
の
際
の
住
民
登
録
や
国
保
の
加

入
手
続
き
は
、
単
身
で
来
庁
す
る
こ

と
は
な
く
、
事
業
主
や
管
理
団
体
の

職
員
が
同
伴
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

・ 

在
留
資
格
を
更
新
し
な
い
で
帰
国
す

る
外
国
人
に
対
す
る
滞
納
予
防
策
と

し
て
、
全
て
の
外
国
人
に
対
し
て
、

入
国
時
の
国
保
加
入
の
際
に
、
行
政

指
導
に
よ
る
任
意
の
納
税
管
理
人
の

申
告
等
の
協
力
を
求
め
る
。（
一
部

の
市
町
村
で
す
で
に
行
っ
て
い
る
。）

・ 

納
税
管
理
人
の
承
諾
を
得
た
事
業
主

等
に
、
本
人
が
急
遽
出
国
し
た
際
の

（
ア
）書
類
の
受
領（
納
税
通
知
書
等
）

（
イ
）
税
金
の
納
付
（
納
税
義
務
者

に
代
わ
っ
て
税
金
を
納
め
る
）

　

 （
ウ
）
そ
の
他
の
手
続
や
納
税
対
応

を
事
前
に
依
頼
す
る
。（
強
制
力
は

な
い
。）

⑶　
ま
と
め

　

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
実
施
す
る

こ
と
で
、
滞
納
の
ま
ま
出
国
⬇
執
行
停

止
⬇
不
納
欠
損
の
流
れ
を
少
し
で
も
な

く
せ
れ
ば
と
考
え
る
。

【
参
考
資
料
等
】

☆
国
保
新
聞

☆
県
内
市
町
村
の
情
報

☆
行
政
手
続
法

第
4
章　

行
政
指
導

第
32
条
〜
第
36
条
の
2

　

近藤　文雄　プロフィール
平成 20年 常陸太田県税事務所　収税課長
平成 22年 水戸県税事務所　次長兼収税第一課長
平成 23年 常陸太田県税事務所　次長兼総務課長
平成 24年 常陸太田県税事務所高萩支所　副参事兼支所長
平成 25年 常陸太田県税事務所　所長
平成 27年 茨城租税債権管理機構　徴収指導員
令和 2年～ 茨城県国民健康保険団体連合会
 保険料（税）収納率向上アドバイザー
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■医療費の状況
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①被保険者数の推移 （人）

審 査 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R8/1 月
国 保 計 568,821 566,407 563,601 570,053 567,500 565,148 561,012 558,706 557,236 556,263 553,812 550,843
対前月差 -2,389 -2,414 -2,806 6,452 -2,553 -2,352 -4,136 -2,306 -1,470 -973 -2,451 -2,969

後期高齢者 479,040 480,238 481,252 482,499 483,540 484,533 485,681 486,870 487,930 488,918 489,891 490,779
対前月差 905 1,198 1,014 1,247 1,041 993 1,148 1,189 1,060 988 973 888

※被保険者マスタより作成。各審査月の前月末現在の人数。

②件数の推移

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R8/1 月
 国　保　計 770,095 728,003 787,200 765,908 741,657 755,855 765,628 705,249 735,851 764,279 723,516 765,891
 後期高齢者 1,056,042 1,013,351 1,081,630 1,081,948 1,062,032 1,081,707 1,099,938 1,035,985 1,084,599 1,120,240 1,055,610 1,129,627
 対前年度比（国保計） 0.97 0.93 0.97 0.95 0.95 0.97 0.94 0.94 0.98 0.96 0.94 0.94 
 対前年度比（後期） 1.04 1.02 1.04 1.03 1.02 1.04 1.02 1.01 1.05 1.03 1.00 1.03 

③費用額の推移

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R8/1 月
 国　保　計 17,714,203 16,416,468 17,794,406 17,650,089 17,249,633 17,550,097 18,190,979 16,924,696 17,471,809 18,480,291 16,834,342 18,030,889
 後期高齢者 35,156,291 32,310,553 35,145,021 34,417,340 34,208,705 34,195,506 35,681,079 33,793,016 34,506,878 36,419,652 33,811,728 36,661,416
 対前年度比（国保計） 0.99 0.93 0.98 0.98 0.98 1.02 0.97 0.99 1.02 1.00 0.96 0.99 
 対前年度比（後期） 1.07 1.00 1.05 1.04 1.03 1.05 1.02 1.02 1.05 1.05 1.01 1.05 

④ 1人当たり費用額の推移（③／①）

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R8/1 月
 国　保　計 31,142 28,984 31,573 30,962 30,396 31,054 32,425 30,293 31,354 33,222 30,397 32,733
 後期高齢者 73,389 67,280 73,028 71,331 70,746 70,574 73,466 69,409 70,721 74,490 69,019 74,700
 対前年度比（国保計） 1.04 0.98 1.02 1.02 1.02 1.06 1.02 1.03 1.07 1.03 1.00 1.03 
 対前年度比（後期） 1.04 0.97 1.02 1.01 1.00 1.02 1.00 0.99 1.03 1.02 0.99 1.02 

⑤ 1件当たり費用額の推移（③／②）

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R8/1 月
 国　保　計 23,003 22,550 22,605 23,045 23,258 23,219 23,760 23,998 23,744 24,180 23,267 23,542
 後期高齢者 33,291 31,885 32,493 31,811 32,211 31,613 32,439 32,619 31,815 32,511 32,031 32,454
 対前年度比（国保計） 1.02 1.01 1.01 1.02 1.03 1.04 1.03 1.05 1.05 1.04 1.02 1.05 
 対前年度比（後期） 1.02 0.99 1.01 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.01 
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■介護保険の状況
①認定者数の推移 （人）
審 査 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R8/1 月
認定者数 153,916 153,294 153,810 154,107 154,520 155,082 155,899 156,296 156,870 157,447 157,585 157,734 
対前月差 -311 -622 516 297 413 562 817 397 574 577 138 149 

※認定者数は、審査月の前月の（サービス提供月）末時点若しくはその月途中で資格喪失した場合は直近の要支援、要介護の認定者数である。

②受給者数の推移 （人）
審 査 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R8/1 月
受給者数 138,916 138,157 139,347 139,673 140,577 141,363 142,103 141,210 142,394 143,286 143,574 143,981
対前月差 -1,453 -759 1,190 326 904 786 740 -893 1,184 892 288 407 

※受給者数は、認定者のうち、現物給付を受けた人数であり、明細書を被保険者番号で名寄せした件数。

③費用額の推移

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R8/1 月
 費用額 21,586,413 20,383,421 22,191,735 21,924,094 22,579,938 22,092,499 22,859,572 22,285,296 22,408,170 22,920,035 22,200,984 22,763,320
 対前年度比 1.02 1.00 1.04 1.03 1.02 1.03 1.02 1.01 1.03 1.01 1.01 1.03 

※費用額とは保険給付額、総合事業費、公費負担額、利用者負担額、特定入所者介護サービス費等費用額を合計した 額（食事提供費含む）である。

④ 1人当たり費用額の推移（③／②）

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R8/1 月
 1人当たり費用額 155,392 147,538 159,255 156,967 160,623 156,282 160,866 157,817 157,367 159,960 154,631 158,099
 対前年度比 1.00 0.98 1.02 1.01 1.00 1.01 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 

①件数の推移 （件）
審 査 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R8/1 月
障 害 者 34,805 34,694 36,243 35,789 36,051 36,466 36,251 36,344 37,358 36,463 36,600 36,988
対前月差 -407 -111 1,549 -454 262 415 -215 93 1,014 -895 137 388
障 害 児 19,234 19,042 20,446 19,456 19,140 19,626 19,806 19,804 20,840 20,389 20,679 20,946
対前月差 195 -192 1,404 -990 -316 486 180 -2 1,036 -451 290 267

②費用額の推移

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R8/1 月
 障害者 5,761,487 5,415,702 6,004,489 6,077,735 6,279,806 6,167,210 6,380,621 6,123,839 6,195,213 6,478,685 6,063,766 6,432,339
 障害児 1,560,493 1,544,371 1,705,843 1,684,781 1,674,047 1,730,122 1,875,307 1,733,875 1,789,765 1,844,169 1,629,419 1,797,172
 対前年度比（障害者） 1.10 1.07 1.11 1.11 1.07 1.10 1.08 1.06 1.08 1.08 1.05 1.10 
 対前年度比（障害児） 1.18 1.15 1.17 1.19 1.08 1.13 1.11 1.10 1.13 1.11 1.02 1.15 

③ 1件当たり費用額の推移（②／①）

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R8/1 月
 障害者 165,536 156,099 165,673 169,821 174,192 169,122 176,012 168,497 165,834 177,678 165,677 173,903
 障害児 81,132 81,103 83,432 86,594 87,463 88,155 94,684 87,552 85,881 90,449 78,796 85,800
 対前年度比（障害者） 1.05 1.04 1.06 1.05 1.04 1.05 1.03 1.01 1.04 1.02 0.99 1.04 
 対前年度比（障害児） 1.07 1.06 1.06 1.05 1.03 1.05 1.03 1.00 1.05 1.02 0.94 1.04 

■障害者総合支援給付費の状況
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特定健診受診促進月間
（令和 8年 9月）

　 県内の国保被保険者に対し
て、特定健診受診について広
報・啓発活動など各種事業を
実施し、受診率の向上を目的
とします。

第三者行為求償強化月間
（令和 8年 10月）
　県内の国保被保
険者に対して、第
三者行為発生時の
届出について広報・
啓発活動など各種
事業を実施し、届出の促進を目的とします。

国保料（税）収納促進月間
（令和 8年 11月）

　県内の国保被保険者に対して、
国保料（税）の納付について広報・
啓発活動など各種事業を実施し、
国保料（税）の収納率向上を目
的とします。

糖尿病対策月間
（令和 8年 11月）

　県内の国保被保険者に対
して、糖尿病予防・重症化予
防について広報・啓発活動
など各種事業を実施し、糖
尿病予防に関する意識の向上を目的とします。

　令和 7年度茨城県国保事業充実強化推進委員会において、令和 8年度茨城県国保事業充実強化推
進運動（新・国保 3％推進運動）方針及び令和 8年度「共同対策月間」の設置について協議し、下
記のとおり、4つの「共同対策月間」を実施することが決定しました。

令和8年度
茨城県国保事業充実強化推進運動
（新・国保 3％推進運動）について

1収納率向上対策
国保保険料（税）の収納率を 1%以上引き上げること

2医療費適正化対策
 医療費適正化対策により、国保医療費の 1%以上の財政効果を上げること

3保健事業対策
保健事業費として国保保険料（税）の 1％以上を確保すること

新・国保3%推進運動について

令和8年度は、4つの「共同対策月間」を設置します
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◎国保情報集約システムについて
　市町村ごとに保有する資格の情報や、高額療養費の多数回該当に係る情報などを都道府県単位で集
約し、被保険者が同一都道府県内で転居した場合に、都道府県として被保険者の資格取得日や資格喪
失日の管理、転居前後における世帯継続の確認により
高額療養費の多数回該当に係る該当回数を転入地市町
村に引き継ぐ等、市町村間の情報連携などを支援する
ためのシステムです。
　また、当該システムへ連携（集約）された資格情報
を基に、医療保険者等向け中間サーバー（以下「中間
サーバー」という。）及びオンライン資格確認等システ
ムへ加入者情報の登録を行っています。
　そのため、連携された資格情報に誤りがあった場合、
オンライン資格確認等システムを利用した資格確認時
に、正しい内容が表示されない可能性があります。
　このため、当該システムへ連携された資格情報につ
いては、複数のチェック機能により誤りがないか確認
が行われており、確認の結果、エラー等が発生した場
合には、修正等のご対応をいただく必要があります。

●代表的なエラーをご紹介いたします。

エラー種別 内容

資格情報（世帯・個人）ファイル 
に係るクリティカルエラー

市町村から国保情報集約システムへ連携された「資格情報（世
帯・個人）ファイル」は、取込時にエラーチェックが行われます。
クリティカルエラーが発生した場合、該当の世帯は国保情報集
約システムへの更新対象から除外されます。

中間サーバー未連携等エラー

資格情報ファイル取込時のエラーチェックで発生したケアエ
ラー（クリティカルエラーと違い、国保情報集約システムで更
新可能なエラー）のうち、中間サーバーへ連携するデータとし
て不備があるものについて、国保情報集約システムから「中間
サーバー未連携等エラーリスト」として出力されます。

中間サーバーエラー

国保情報集約システムで資格情報の更新が行われた後、加入者
情報として中間サーバーへ連携する際に、中間サーバー側でも
エラーチェックが行われます。エラーとなった被保険者は中間
サーバーに最新の加入者情報が登録されません。

※上記エラー以外にも確認が必要なエラーやリスト等があります。
　 各内容の詳細や確認方法等については、国保情報集約システムのお知らせ欄に掲載されている「2026
年度 _運用スケジュールについて」及び「2026 年度 _チェックリストについて」をご確認ください。

　情報システム課は、情報管理係、システム運用係、請求支払係及び
後期高齢者医療広域連合駐在で構成されております。
　今回は、情報管理係にて運用管理を行っている「国保情報集約シス
テム」についてご紹介します。

情報システム課 国保連合会の
業務を紹介するコーナーです。
今回は情報システム課です。
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12月1月2月

令和7年度第2回高齢者の保健事業と介
護予防等の一体的な実施に係る研修会
 ――12/1（月）・12/2（火）
　標記研修会を開催し、県後期高齢者医療
広域連合担当者より「第 3期データヘルス
計画共通評価指標に基づく対象者抽出基準
について」、「令和 8年度事業に向けた留意
事項等について」を、本会担当者より実機
を使用して「一体的実施・実践支援ツール
について」、「KDB補完システムについて」、
「医療・介護データ活用支援機能について」
を説明した。
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KDB 補完システム「KDB Expander」の機能拡張に係る説明会
 ―12/23（火）

　標記説明会を開催
し、本会担当者より
「KDBシステム等の全
体図」、「KDB 補完シ
ステムの留意点等」に

ついて、日立製作所の担当者より「データヘルス計画、特定健康
診査・特定保健指導、重症化予防の出力帳票に係る機能説明」に
ついて説明した。

令和7年度レセプト点検担当者研修講座 ―1/9（金）
　レセプト点検を自市町村で実施している保険者を対象に標記研修会
を開催し、疑義申し立て
の結果、原審どおりとな
る事例、疑義となる事例
について説明するとともに
当日出された質問事項に
ついて回答した。
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　令和 8年 1 月 30 日（金）に、市町
村会館講堂で標記定期総会及び会長研
修会が開催された。総会の開会にあた
り、山口会長（鉾田市国保運営協議会
長）のあいさつの後、多年にわたる本
会長会の事業運営及び市町村国保の運
営に対する貢献を称え、退任役員 7名、
退任市町村国保運営協議会長 1 名に
対し感謝状と記念品の贈呈が行なわれ
た。続いて、来賓の茨城県保健医療部保健政策課国民健康保険室長の伊東正憲氏からあいさつをいただいた。
　その後、山口会長が議長を務め議事に入り、報告事項として「役員等の報酬及び費用弁償に関する規則の
一部を改正する規則について」など 4件を説明し了承された。また、議決事項として、「令和 6年度事業報
告及び歳入歳出決算の認定について」、「令和 8年度事業計画及び歳入歳出予算について」など 3件が上程さ
れ、審議の結果、全議案とも原案のとおり可決承認された。

　総会終了後には、会長研修として国保中央会理事長の原勝則氏より「国保と全世代型社
会保障改革の最近の動き」と題し講演いただいた。
　少子高齢化・人口減少により小規模保険者が増え、専任職員が減少傾向にある。都道府
県国保運営方針に、令和 6年 4月から新たに保険料水準の平準化、医療費適正化、市町村
事務の効率化、広域化の推進が必須記載事項として追加され、令和 7年度における国保事
業の重点取組にあげられている。また、令和 8年度については、診療報酬・介護報酬の改定、
高額療養費制度、出産に関する給付の見直しなどがある。
　今後の国保連合会の取組として、審査支払業務改革、保険者機能発揮の支援、データヘルス改革、自治体
業務の推進があり、医療・保健・介護・福祉の総合専門職として、自治体業務の幅広い支援を実施するため
に「地域づくり」の視点で、関係者と連携して取り組むことが大切であると話された。

　本年度も、皆様にご協力いただき計画通りに発行することができました。
ありがとうございました。令和8年度もより充実した内容で発行したいと考えておりますの
で、引き続きよろしくお願いいたします。 （ヲノ）（三四郎）（N母さん）

 5月 令和8年度第1回広報委員会
6月 令和8年度第1回出納検査
 監事監査
 令和8年第3回理事会

茨城県国民健康保険運営協議会長会令和8年定期総会
及び会長研修会

山口会長
（鉾田市）

伊東国民健康
保険室長

監査報告をする
柴監事（常総市
佐藤課長代読）

監査報告をする
小田監事
（鹿嶋市）

監査報告をする
伊藤監事（つく
ばみらい市）

感謝状贈呈の様子

国保中央会
理事長
原勝則氏
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株式会社 ライズファクトリー お問合せ・お見積り・見本のご希望などは、お気軽に下記へご連絡ください。

03-3288-0099TEL 03-3288-0097FAX info@risefactory.co.jpMAIL

https://www.risefactory.co.jp/
商品の詳しい情報はホームページをご覧ください。

見本の送付を承っております。下記よりお申し付けください。

国保制度 パンフレット
のご案内

スマートフォンやタブレットで、紙面の二次元コードを読み取
ることで、画面上に外国版のパンフレットが表示されます。

動く映像と音声により国保制度をわかりやすく解説して
います。制度案内の新ツールとしてご活用ください。
◎「正しく知ろう国保ガイドブック」には動画視聴のため　
の二次元コードが標準掲載されています。

対応言語

対応言語

日本語・英語の対訳版パンフレットです。左右のページで同じ内容
を解説しているので窓口でのご案内などに活用いただけます。英
語以外の言語はスマートフォン・タブレットを用いて閲覧可能です。

こちらから
サンプル版を視聴できます

〒102-0072  東京都千代田区飯田橋2-1-4  ITビル6F

外国語で国保制度をご案内 国保の制度をわかりやすく！

国保制度の解説動画

A4判・全8ページ
オールカラー 
定価 ：  120円（税別）

国民健康保険
のご案内

B6変型判（182mm×102mm）
全32ページ
オールカラー 
定価 ：  120円（税別）

正しく知ろう
国保
ガイドブック

翻訳者による
翻訳（電子版）

英語、中国語（簡体字）、
韓国語、ポルトガル語

自動翻訳
中国語（繁体字）、スペイン語、
インドネシア語、タイ語、
ベトナム語

総ルビ版

自動翻訳
翻訳者電子版

A4判・全20ページ
オールカラー 
定価 ：  240円（税別）

翻訳者による翻訳
（対訳版） 英語

翻訳者による翻訳
（電子版）

中国語（簡体字）、韓国語、
ポルトガル語

自動翻訳 中国語（繁体字）、スペイン語、
インドネシア語、タイ語、ベトナム語

総ルビ版

自動翻訳 日英併記
翻訳者電子版

国民健康保険
制度について

0120-102525 ●ホームページアドレス●　http：//www.tkhs.co.jp/

お問い合わせ・ご注文は電話またはFAXで
〒113-0021　東京都文京区本駒込2丁目29番22号
電話（03）5977-0300　FAX（03）5977-0311

この他にも●健康づくり事業●高齢者対策事業●制度の趣旨普及●医療費の適正化●収納率向上、等お手伝いいたします。

東京法規出版　パンフレットのご案内です！

保険料収納率向上対策に 特定健診受診勧奨に

国保制度の周知に　令和8年度創設の「子ども・子育て支援金」について掲載

B6変型判
32頁
カラー
定価120円

KH015220

わかりやすくて安心！
国保の話

B6変型判
表紙共24頁
カラー
定価100円

KH015210

要点チェック！
国保の知識

B7判
表紙共32頁
カラー
定価90円

KH015200

みんなで支える
保険税

A4判
表紙共4頁
カラー
定価50円

KH021230

A4判
1枚もの
（ペラ）
カラー
特別価格
25円

KH015170

令和8年度
特定健診のご案内

A4判
表紙共4頁
カラー
定価50円

HE091820

好きなこと、つづけられる体でいたいから
年に一度は特定健診

A4判
表紙共4頁
カラー
定価50円

HE091810

「子ども・子育て支援金」
のお知らせです

24頁
版

B6変型判
表紙共16頁
カラー
定価75円

KH015190

要点チェック！
やさしい国保

B6変型判
表紙共12頁
二つ折り後
巻き三つ折り
カラー
定価55円

KH051680

保険税と
すこやかな生活

健康いちばん
いきいき国保

B7判
表紙共16頁
カラー
定価60円

KH015180

すぐわかる！
国保のまとめ

16頁
版



35 茨城の国保 557

健康日本21をはじめとする、生活習慣病の重症化予防・生活
習慣の改善に取り組む全ての方のために作成されたデータ
集です。主要な生活習慣病のポイントや関連データなどを網
羅的にまとめた実務者必携の一冊です。

115024

■A4判／
　62頁カラー・122頁1色
■令和7年3月発行

生活習慣病のしおり2025
ーデータで見る生活習慣病ー

今や2人に１人はなるといわれる「がん」。この書籍は、「がん」
に対する国の各種対策、さまざまな施策などを多様な視点か
らまとめてあります。がんに関する各種データなどを取りま
とめた関係者必読の一冊です。

116025

■A4判／
　66頁カラー・56頁1色
■令和7年3月発行

がんのしおり2025
ーデータで見るわが国のがんー

定価 1,540円
(本体 1,400円＋税)

定価 1,540円
(本体 1,400円＋税)

年度版 年度版
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　白菜とコーンの優しい甘さが沁みる 1品です。春の気配を感じつつも、
まだまだ寒さが厳しいこの季節、寒い日の夕食にいかがでしょうか ?
　白菜には、うまみ成分であるグルタミン酸が多く含まれています。特に
芯の部分に多く、煮込むと甘さが増し、スープにうまみ成分が染み出るた
め、料理がグッと味わい深くなります。

 作り方 
① 食材を切る。白菜は芯と葉に分け、芯はそぎ切り、葉はざく切りに
する。にんじん・ベーコンは短冊切りにする。たまねぎは薄切りに
する。

② 鍋を火にかけてオリーブオイルで①を炒める。
　※牛乳の場合は、バターで炒める。
③ 野菜がしんなりしたら、コーンクリーム缶・水・コンソメを加えて
煮る。

④ 野菜に火が通ったら、弱火にして豆乳を加え、沸騰する手前まで加
熱する。

⑤ 一度火を止め、片栗粉を大さじ1の水（分量外）で溶かし、全体に
回し入れたら、手早く混ぜる。

⑥再度火をつけ、ふつふつ沸いてからさらに1分加熱する。
⑦器に盛り、お好みでブラックペッパーを振る。

白菜……………  150g（外葉1枚）
にんじん………… 40g（中1/3個）
たまねぎ………… 30g（小1/4個）
ベーコンスライス…… 16g（1枚）
オリーブオイル…………  小さじ1 

（バター 5g）   

コーンクリーム缶 ……… 180g
水……………………………150ml
顆粒コンソメ …………  小さじ1
豆乳…………150㎖（牛乳150㎖）
片栗粉…………………… 大さじ½
ブラックペッパー …… 少 （々お好みで）

白　菜

 材料 

今回の特産品

冬の定番野菜として育てられ
る白菜。中でも磯部地区で作
られる「霜降り白菜」はギリギ
リの状態まで霜を当てること
で栄養分をしっかり蓄えさせ、
通常の白菜に比べ糖度の高い
白菜になっています。

古河市編

特産品の
おいしい
レ シ ピ


